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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によって行われる、ネットワークと通信する方法であって、前記方
法は、
　ＷＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）の負荷
情報および信号品質を取得することと、
　前記取得された負荷情報、前記取得された信号品質、および閾値に従って、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ
　ｎｅｔｗｏｒｋ）に関連したトラフィックが前記Ｅ－ＵＴＲＡＮから前記ＷＬＡＮに伝
送されることが許容されるかを決定することと
　を含み、
　前記閾値は、前記ＷＬＡＮの低信号品質と関連した第１の閾値と、前記ＷＬＡＮの高信
号品質と関連した第２の閾値と、前記ＷＬＡＮの低負荷と関連した第３の閾値と、前記Ｗ
ＬＡＮの高負荷と関連した第４の閾値とを含み、
　前記ＷＬＡＮの前記取得された信号品質が前記第２の閾値よりも高い場合、および、前
記ＷＬＡＮの前記取得された負荷が前記第３の閾値よりも低い場合、前記トラフィックが
前記Ｅ－ＵＴＲＡＮから前記ＷＬＡＮに伝送されることが許容される、方法。
【請求項２】
　前記ＵＥによって前記ＷＬＡＮのアイデンティティリストを受信することをさらに含む
、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記ＷＬＡＮのアイデンティティリストは、ＳＳＩＤ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅｔ　ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ＢＳＳＩＤ（ｂａｓｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅｔ　ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｅｒ）およびＨＥＳＳＩＤ（ｈｏｍｏｇｅｎｏｕｓ　ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　ｓｅｔ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）のうちの少なくとも１つを提供する、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　前記ＷＬＡＮのアイデンティティリストにおいて提供される前記ＳＳＩＤ、ＢＳＳＩＤ
およびＨＥＳＳＩＤのみが、前記トラフィックが前記Ｅ－ＵＴＲＡＮから前記ＷＬＡＮに
伝送されることが許容されるかを決定するために考慮されることができる、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ＷＬＡＮの前記負荷情報および前記信号品質は、システム情報を介して受信される
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＷＬＡＮの前記負荷情報および前記信号品質は、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮによってブロ
ードキャストされる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ネットワークと通信するユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　無線信号を伝送および受信する無線周波数（ＲＦ）部と、
　前記ＲＦ部に結合されたプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ＷＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）の負荷
情報および信号品質を取得することと、
　前記取得された負荷情報、前記取得された信号品質、および閾値に従って、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ
　ｎｅｔｗｏｒｋ）に関連したトラフィックが前記Ｅ－ＵＴＲＡＮから前記ＷＬＡＮに伝
送されることが許容されるかを決定することと
　を実行するように構成され、
　前記閾値は、前記ＷＬＡＮの低信号品質と関連した第１の閾値と、前記ＷＬＡＮの高信
号品質と関連した第２の閾値と、前記ＷＬＡＮの低負荷と関連した第３の閾値と、前記Ｗ
ＬＡＮの高負荷と関連した第４の閾値とを含み、
　前記ＷＬＡＮの前記取得された信号品質が前記第２の閾値よりも高い場合、および、前
記ＷＬＡＮの前記取得された負荷が前記第３の閾値よりも低い場合、前記トラフィックが
前記Ｅ－ＵＴＲＡＮから前記ＷＬＡＮに伝送されることが許容される、ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳細には、多重アクセスネットワークを介した通信を
支援する無線通信システムにおいて行われる通信方法とこれを支援する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の向上である３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）
は、３ＧＰＰリリース（ｒｅｌｅａｓｅ）８として紹介されている。３ＧＰＰ　ＬＴＥは
、下向きリンクにおいてＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）を使用し、上向きリンクにおいてＳＣ
－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
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ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）を使用する。最大４個のアンテナを有するＭＩＭＯ（
ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）を採用する。最近で
は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化である３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）
に関する議論が進行中である。
【０００３】
　無線通信システムは、複数のアクセスネットワークを介したサービスを端末に提供する
ことを支援することができる。端末は、モバイル無線通信システムのような３ＧＰＰ基盤
のアクセスネットワークからサービスの提供を受けることができ、また、ＷｉＭＡＸ（Ｗ
ｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　
Ａｃｃｅｓｓ）、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）のような非－３ＧＰＰ基盤のアクセスネットワークからサービスの提供を受けることが
できる。
【０００４】
　既存の３ＧＰＰアクセスネットワーク及び非－３ＧＰＰアクセスネットワーク間のイン
ターワーキングは、ＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　
ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ）政策に基づいて端末が自らアクセス
ネットワークを選択し、選択されたアクセスネットワークを介してトラフィックを処理す
る方式であった。この方式は、基地局が３ＧＰＰアクセスネットワークと非－３ＧＰＰア
クセスネットワークとのインターワーキングを制御することができない。これは、セル内
でサービスの提供を受けている端末に無線資源を適宜割り当てできないため、端末のＱｏ
Ｓ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を低下させるという問題を生じることがで
きる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、多重アクセスネットワークを支援する無線通
信システムにおける通信方法とこれを支援する装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様において、多重アクセスネットワークを支援する無線通信システムにおいて端末
により行われる通信方法が提供される。前記方法は、第１のアクセスネットワークからト
ラフィックルーティング設定を受信し、前記トラフィックルーティング設定は、トラフィ
ックルーティング基準を特定し、第２のアクセスネットワークを探索し、前記探索により
発見された第２のアクセスネットワークエンティティーが前記トラフィックルーティング
基準を満たすか否かを判断し、及び前記トラフィックルーティング基準が満たされれば、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーを介して前記第１のアクセスネットワー
クのトラフィックを処理することを含む。
【０００７】
　前記トラフィックルーティング設定は、前記第１のアクセスネットワークの前記トラフ
ィック処理が許容される１つ以上の関心第２のアクセスネットワークエンティティーを特
定する関心第２のアクセスネットワークエンティティーリスト、及び前記関心第２のアク
セスネットワークエンティティーリストの各エンティティーと関連したルーティングイベ
ントを含むことができる。前記ルーティングイベントは、関連した関心第２のアクセスネ
ットワークエンティティーに対する前記トラフィックルーティング基準を特定することが
できる。
【０００８】
　前記ルーティングイベントは、前記関連した関心第２のアクセスネットワークエンティ
ティーの信号品質と関連した前記トラフィックルーティング基準を特定することができる
。
【０００９】
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　前記ルーティングイベントは、前記関連した関心第２のアクセスネットワークエンティ
ティーの負荷と関連した前記トラフィックルーティング基準を特定することができる。
【００１０】
　前記ルーティングイベントは、前記関連した関心第２のアクセスネットワークエンティ
ティーに対して前記第１のアクセスネットワークの信号品質と関連した前記トラフィック
ルーティング基準を特定することができる。
【００１１】
　前記ルーティングイベントは、前記関連した関心第２のアクセスネットワークエンティ
ティーに対して前記第１のアクセスネットワークの負荷と関連した前記トラフィックルー
ティング基準を特定することができる。
【００１２】
　前記第２のアクセスネットワークを探索することは、前記関心第２のアクセスネットワ
ークエンティティーリストに含まれた前記第２のアクセスネットワークエンティティーを
発見することを含むことができる。
【００１３】
　前記トラフィックルーティング基準を満たすか否かを判断することは、前記第２のアク
セスネットワークエンティティーと関連した前記ルーティングイベントが満たされれば、
前記トラフィックルーティング基準が満たされたと決定することを含むことができる。
【００１４】
　前記第２のアクセスネットワークエンティティーを介して第１のアクセスネットワーク
のトラフィックを処理することは、前記トラフィックルーティング基準が満たされれば、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーに関する情報を前記第１のアクセスネッ
トワークに報告し、前記第２のアクセスネットワークエンティティーを介したトラフィッ
クルーティングを指示するトラフィックルーティング指示を前記第１のアクセスネットワ
ークから受信し、及び前記第２のアクセスネットワークエンティティーに前記第１のアク
セスネットワークのトラフィックをルーティングさせて処理することを含むことができる
。
【００１５】
　前記第２のアクセスネットワークエンティティーに関する情報は、前記第２のアクセス
ネットワークエンティティーの識別情報、前記第２のアクセスネットワークエンティティ
ーの位置情報、前記第２のアクセスネットワークエンティティーの信号特定情報、前記第
２のアクセスネットワークエンティティーのチャネル情報、前記第２のアクセスネットワ
ークエンティティーの運営プロトコル情報、及び前記第２のアクセスネットワークエンテ
ィティーの優先順位情報のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００１６】
　前記第１のアクセスネットワークは、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａ
ｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）基盤のアクセスネットワークでありうる。前記第
２のアクセスネットワークは、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）基盤のアクセスネットワークでありうる。
【００１７】
　前記トラフィックルーティング設定は、前記第１のアクセスネットワークからブロード
キャストされるシステム情報に含まれて伝送されることができる。
【００１８】
　前記トラフィックルーティング設定は、前記第１のアクセスネットワークから伝送され
るＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセージに含まれて伝送
されることができる。
【００１９】
　他の態様において、無線通信システムで動作する無線装置が提供される。前記無線装置
は、第１のアクセスネットワーク信号を送受信する第１のＲＦ部と、第２のアクセスネッ
トワーク信号を送受信する第２のＲＦ部と、前記第１のＲＦ部及び前記第２のＲＦ部と機
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能的に結合されて動作するプロセッサとを備える。前記プロセッサは、第１のアクセスネ
ットワークからトラフィックルーティング設定を受信し、前記トラフィックルーティング
設定は、トラフィックルーティング基準を特定し、第２のアクセスネットワークを探索し
、前記探索により発見された第２のアクセスネットワークエンティティーが前記トラフィ
ックルーティング基準を満たすか否かを判断し、及び前記トラフィックルーティング基準
が満たされれば、前記第２のアクセスネットワークエンティティーを介して前記第１のア
クセスネットワークのトラフィックを処理するように設定される。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
多重アクセスネットワークを支援する無線通信システムにおいて端末により行われる通信
方法であって、
前記方法は、
第１のアクセスネットワークからトラフィックルーティング設定を受信し、前記トラフィ
ックルーティング設定は、トラフィックルーティング基準を特定し、
第２のアクセスネットワークを探索し、
前記探索により発見された第２のアクセスネットワークエンティティーが前記トラフィッ
クルーティング基準を満たすか否かを判断し、及び
前記トラフィックルーティング基準が満たされれば、前記第２のアクセスネットワークエ
ンティティーを介して前記第１のアクセスネットワークのトラフィックを処理することを
含むことを特徴とする方法。
（項目２）
前記トラフィックルーティング設定は、
前記第１のアクセスネットワークの前記トラフィック処理が許容される１つ以上の関心第
２のアクセスネットワークエンティティーを特定する関心第２のアクセスネットワークエ
ンティティーリストと、
前記関心第２のアクセスネットワークエンティティーリストの各エンティティーと関連し
たルーティングイベントと、
を含み、
前記ルーティングイベントは、関連した関心第２のアクセスネットワークエンティティー
に対する前記トラフィックルーティング基準を特定することを特徴とする項目１に記載の
方法。
（項目３）
前記ルーティングイベントは、前記関連した関心第２のアクセスネットワークエンティテ
ィーの信号品質と関連した前記トラフィックルーティング基準を特定することを特徴とす
る項目２に記載の方法。
（項目４）
前記ルーティングイベントは、前記関連した関心第２のアクセスネットワークエンティテ
ィーの負荷と関連した前記トラフィックルーティング基準を特定することを特徴とする項
目２に記載の方法。
（項目５）
前記ルーティングイベントは、前記関連した関心第２のアクセスネットワークエンティテ
ィーに対して前記第１のアクセスネットワークの信号品質と関連した前記トラフィックル
ーティング基準を特定することを特徴とする項目２に記載の方法。
（項目６）
前記ルーティングイベントは、前記関連した関心第２のアクセスネットワークエンティテ
ィーに対して前記第１のアクセスネットワークの負荷と関連した前記トラフィックルーテ
ィング基準を特定することを特徴とする項目２に記載の方法。
（項目７）
前記第２のアクセスネットワークを探索することは、
前記関心第２のアクセスネットワークエンティティーリストに含まれた前記第２のアクセ
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スネットワークエンティティーを発見することを含むことを特徴とする項目２に記載の方
法。
（項目８）
前記トラフィックルーティング基準を満たすか否かを判断することは、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーと関連した前記ルーティングイベントが
満たされれば、前記トラフィックルーティング基準が満たされたと決定することを含むこ
とを特徴とする項目７に記載の方法。
（項目９）
前記第２のアクセスネットワークエンティティーを介して第１のアクセスネットワークの
トラフィックを処理することは、
前記トラフィックルーティング基準が満たされれば、前記第２のアクセスネットワークエ
ンティティーに関する情報を前記第１のアクセスネットワークに報告し、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーを介したトラフィックルーティングを指
示するトラフィックルーティング指示を前記第１のアクセスネットワークから受信し、及
び
前記第２のアクセスネットワークエンティティーに前記第１のアクセスネットワークのト
ラフィックをルーティングさせて処理することを含むことを特徴とする項目１に記載の方
法。
（項目１０）
前記第２のアクセスネットワークエンティティーに関する情報は、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーの識別情報、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーの位置情報、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーの信号特定情報、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーのチャネル情報、
前記第２のアクセスネットワークエンティティーの運営プロトコル情報、及び
前記第２のアクセスネットワークエンティティーの優先順位情報のうち、少なくとも１つ
を含むことを特徴とする項目９に記載の方法。
（項目１１）
前記第１のアクセスネットワークは、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒ
ｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）基盤のアクセスネットワークであり、
前記第２のアクセスネットワークは、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）基盤のアクセスネットワークであることを特徴とする項目１に記載
の方法。
（項目１２）
前記トラフィックルーティング設定は、前記第１のアクセスネットワークからブロードキ
ャストされるシステム情報に含まれて伝送されることを特徴とする項目１１に記載の方法
。
（項目１３）
前記トラフィックルーティング設定は、前記第１のアクセスネットワークから伝送される
ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセージに含まれて伝送さ
れることを特徴とする項目１１に記載の方法。
（項目１４）
無線通信システムで動作する無線装置であって、
前記無線装置は、
第１のアクセスネットワーク信号を送受信する第１のＲＦ部と、
第２のアクセスネットワーク信号を送受信する第２のＲＦ部と、
前記第１のＲＦ部及び前記第２のＲＦ部と機能的に結合されて動作するプロセッサと、
を備え、
前記プロセッサは、第１のアクセスネットワークからトラフィックルーティング設定を受
信し、前記トラフィックルーティング設定は、トラフィックルーティング基準を特定し、
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第２のアクセスネットワークを探索し、
前記探索により発見された第２のアクセスネットワークエンティティーが前記トラフィッ
クルーティング基準を満たすか否かを判断し、及び
前記トラフィックルーティング基準が満たされれば、前記第２のアクセスネットワークエ
ンティティーを介して前記第１のアクセスネットワークのトラフィックを処理するように
設定されることを特徴とする無線装置。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の実施形態に係る通信方法によれば、端末にトラフィックルーティング基準が提
供されることにより、端末は、トラフィック処理に適した非－３ＧＰＰアクセスネットワ
ークを判断し、当該非－３ＧＰＰアクセスネットワークを介してトラフィックを処理する
ことができる。また、端末は、トラフィックルーティング基準によって判断された適した
非－３ＧＰＰアクセスネットワークに関する情報をネットワークに報告することができる
。基地局は、報告を受けた非－３ＧＰＰアクセスネットワーク情報に基づいて、端末が３
ＧＰＰトラフィックの一部または全部を適切な非－３ＧＰＰアクセスネットワークにルー
ティングさせて処理させるようにすることができる。端末は、適した非－３ＧＰＰアクセ
スネットワークにトラフィックをルーティングさせて処理させることにより、端末に提供
されるサービス品質が保障されつつ、３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷を減少させる
という効果をもたらすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明が適用される無線通信システムを示す。
【００２２】
【図２】図２は、ユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造（ｒ
ａｄｉｏ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）を示したブロック図である。
【００２３】
【図３】図３は、制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造
を示したブロック図である。
【００２４】
【図４】図４は、ＲＲＣアイドル状態の端末の動作を示すフローチャートである。
【００２５】
【図５】図５は、ＲＲＣ連結を確立する過程を示したフローチャートである。
【００２６】
【図６】図６は、ＲＲＣ連結再設定過程を示したフローチャートである。
【００２７】
【図７】図７は、ハンドオーバー過程を示したフローチャートである。
【００２８】
【図８】図８は、ＲＲＣ連結再確立手順を示す図である。
【００２９】
【図９】図９は、３ＧＰＰアクセスネットワーク及びＷＬＡＮアクセスネットワークが共
存する環境の例示を示す図である。
【００３０】
【図１０】図１０は、本発明の第１の実施形態に係る通信方法を示す図である。
【００３１】
【図１１】図１１は、本発明の実施形態に係る関心ＷＬＡＮ及びルーティングイベント連
関関係の一例を示す図である。
【００３２】
【図１２】図１２は、本発明の第２の実施形態に係る通信方法を示す図である。
【００３３】
【図１３】図１３は、本発明の実施形態に係るトラフィック処理方法の一例を示す図であ
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る。
【００３４】
【図１４】図１４は、本発明の実施形態に係るトラフィック処理方法の他の一例を示す図
である。
【００３５】
【図１５】図１５は、本発明の実施形態が実現され得る無線装置を示すブロックブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図１は、本発明が適用される無線通信システムを示す。これは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）またはＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）／ＬＴＥ－Ａシステ
ムとも呼ばれることができる。
【００３７】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、端末（１０；Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）に制御平面（
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）とユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）とを提供する基地
局（２０；Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）を含む。端末１０は、固定されるか、移動
性を有することができ、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＵＴ（Ｕｓｅｒ　Ｔｅ
ｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ
　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、無線機器（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｅｖｉｃｅ）等、他の用語とし
て呼ばれることができる。基地局２０は、端末１０と通信する固定された地点（ｆｉｘｅ
ｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）をいい、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓ
ｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏ
ｉｎｔ）等、他の用語として呼ばれることができる。
【００３８】
　基地局２０等は、Ｘ２インターフェースを介して互いに連結されることができる。基地
局２０は、Ｓ１インターフェースを介してＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏ
ｒｅ、３０）、より詳細には、Ｓ１－ＭＭＥを介して、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）とＳ１－Ｕを介してＳ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａ
ｔｅｗａｙ）と連結される。
【００３９】
　ＥＰＣ３０は、ＭＭＥ、Ｓ－ＧＷ、及びＰ－ＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ－Ｇａｔｅｗａｙ）で構成される。ＭＭＥは、端末の接続情報や端末の能力に関す
る情報を有しており、このような情報は、端末の移動性管理に主に使用される。Ｓ－ＧＷ
は、Ｅ－ＵＴＲＡＮを終端点として有するゲートウェイであり、Ｐ－ＧＷは、ＰＤＮを終
端点として有するゲートウェイである。
【００４０】
　端末とネットワークとの間の無線インターフェースプロトコル（Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の階層は、通信システムにおいて広く知られた開放型シ
ステム間の相互接続（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳ
Ｉ）基準モデルの下位３個の階層に基づいて、Ｌ１（第１の階層）、Ｌ２（第２の階層）
、Ｌ３（第３の階層）に区分されることができるが、この中で、第１の階層に属する物理
階層は、物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を利用した情報伝送サービ
ス（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供し、第３の階
層に位置するＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層は、端末と
ネットワークとの間に無線資源を制御する役割を果たす。このために、ＲＲＣ階層は、端
末と基地局との間のＲＲＣメッセージを交換する。
【００４１】
　図２は、ユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造（ｒａｄｉ
ｏ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）を示したブロック図である。図３は
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、制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）に対する無線プロトコル構造を示したブロッ
ク図である。ユーザ平面は、ユーザデータ伝送のためのプロトコルスタック（ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ　ｓｔａｃｋ）であり、制御平面は、制御信号伝送のためのプロトコルスタックで
ある。
【００４２】
　図２及び３に示すように、物理階層（ＰＨＹ（ｐｈｙｓｉｃａｌ）　ｌａｙｅｒ）は、
物理チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を利用して上位階層に情報伝送サー
ビス（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供する。物理
階層は、上位階層であるＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層と
は伝送チャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して連結されている。伝送
チャネルを介してＭＡＣ階層と物理階層との間にデータが移動する。伝送チャネルは、無
線インターフェースを介してデータがどのように、どのような特徴で伝送されるかによっ
て分類される。
【００４３】
　互いに異なる物理階層間、すなわち、送信機と受信機の物理階層間は、物理チャネルを
介してデータが移動する。前記物理チャネルは、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に変調されること
ができ、時間と周波数を無線資源として活用する。
【００４４】
　ＭＡＣ階層の機能は、論理チャネルと伝送チャネルとの間のマッピング及び論理チャネ
ルに属するＭＡＣ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）の伝送チャネル上に
物理チャネルで提供される伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）への多重化
／逆多重化を含む。ＭＡＣ階層は、論理チャネルを介してＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層にサービスを提供する。
【００４５】
　ＲＬＣ階層の機能は、ＲＬＣ　ＳＤＵの連結（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）、分割（
ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ）、及び再結合（ｒｅａｓｓｅｍｂｌｙ）を含む。無線ベアラ
（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ；ＲＢ）が要求する様々なＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ）を保障するために、ＲＬＣ階層は、透明モード（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎ
ｔ　Ｍｏｄｅ、ＴＭ）、非確認モード（Ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ、ＵＭ
）、及び確認モード（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ、ＡＭ）の３つの動作モード
を提供する。ＡＭ　ＲＬＣは、ＡＲＱ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅ
ｓｔ）を介してエラー訂正を提供する。
【００４６】
　ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層は、制御平面のみで定
義される。ＲＲＣ階層は、無線ベアラ等の設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、再設定
（ｒｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、及び解除（ｒｅｌｅａｓｅ）と関連して、論理
チャネル、伝送チャネル、及び物理チャネル等の制御を担当する。ＲＢは、端末とネット
ワークとの間のデータ伝達のために、第１の階層（ＰＨＹ階層）及び第２の階層（ＭＡＣ
階層、ＲＬＣ階層、ＰＤＣＰ階層）によって提供される論理的経路を意味する。
【００４７】
　ユーザ平面でのＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）階層の機能は、ユーザデータの伝達、ヘッダ圧縮（ｈｅａｄｅｒ　ｃｏｍｐ
ｒｅｓｓｉｏｎ）、及び暗号化（ｃｉｐｈｅｒｉｎｇ）を含む。制御平面でのＰＤＣＰ（
Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）階層の機能は、
制御平面データの伝達及び暗号化／完全性保証（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　ｐｒｏｔｅｃｔｉ
ｏｎ）を含む。
【００４８】
　ＲＢが設定されるとは、特定サービスを提供するために無線プロトコル階層及びチャネ
ルの特性を規定し、それぞれの具体的なパラメータ及び動作方法を設定する過程を意味す
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る。ＲＢはさらに、ＳＲＢ（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ＲＢ）とＤＲＢ（Ｄａｔａ　ＲＢ）の
２つに分けられることができる。ＳＲＢは、制御平面においてＲＲＣメッセージを伝送す
る通路として使用され、ＤＲＢは、ユーザ平面においてユーザデータを伝送する通路とし
て使用される。
【００４９】
　端末のＲＲＣ階層とＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ階層との間にＲＲＣ連結（ＲＲＣ　Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ）が確立されれば、端末は、ＲＲＣ連結（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）
状態にあるようになり、そうでない場合、ＲＲＣアイドル（ＲＲＣ　ｉｄｌｅ）状態にあ
るようになる。
【００５０】
　ネットワークから端末にデータを伝送する下向きリンク伝送チャネルとしては、システ
ム情報を伝送するＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、それ以外に、ユー
ザトラフィックや制御メッセージを伝送する下向きリンクＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）とがある。下向きリンクマルチキャストまたはブロードキャストサービスのト
ラフィック、或いは制御メッセージの場合、下向きリンクＳＣＨを介して伝送されること
ができ、または、別の下向きリンクＭＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介
して伝送されることもできる。一方、端末からネットワークにデータを伝送する上向きリ
ンク伝送チャネルとしては、初期制御メッセージを伝送するＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、それ以外に、ユーザトラフィックや制御メッセージを
伝送する上向きリンクＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とがある。
【００５１】
　伝送チャネル上位にあり、伝送チャネルにマッピングされる論理チャネル（Ｌｏｇｉｃ
ａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）としては、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＣＣＣ
Ｈ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＣＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＴＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｔｒａｆｆｉｃ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。
【００５２】
　物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、時間領域において複数個のＯ
ＦＤＭシンボルと、周波数領域において複数個の副搬送波（Ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ）と
で構成される。１つのサブフレーム（Ｓｕｂ－ｆｒａｍｅ）は、時間領域において複数の
ＯＦＤＭシンボル（Ｓｙｍｂｏｌ）などで構成される。資源ブロックは、資源割当単位に
、複数のＯＦＤＭシンボル等と複数の副搬送波（ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ）等とで構成さ
れる。また、各サブフレームは、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、すなわち、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルのために、当該サ
ブフレームの特定ＯＦＤＭシンボル（例えば、１番目のＯＦＤＭシンボル）の特定副搬送
波を用いることができる。ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖ
ａｌ）は、サブフレーム伝送の単位時間である。
【００５３】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ８．７．０に開示されたように、３ＧＰＰ　ＬＴＥ
において物理チャネルは、データチャネルであるＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌ
ｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、及び制御チャネルであるＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）及びＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）に分けることができる。
【００５４】
　サブフレームの１番目のＯＦＤＭシンボルにおいて伝送されるＰＣＦＩＣＨは、サブフ
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レーム内で制御チャネルの伝送に使用されるＯＦＤＭシンボルの数（すなわち、制御領域
の大きさ）に関するＣＦＩ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を運
ぶ。端末は、まず、ＰＣＦＩＣＨ上にＣＦＩを受信した後、ＰＤＣＣＨをモニタリングす
る。
【００５５】
　ＰＤＣＣＨは、下向きリンク制御チャネルであって、スケジューリング情報を運ぶ点に
おいてスケジューリングチャネルともいう。ＰＤＣＣＨを介して伝送される制御情報を下
向きリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、Ｄ
ＣＩ）という。ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨの資源割当（これをＤＬグラント（ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、ＰＵＳＣＨの資源割当（これをＵＬグラント（ｕｐｌｉｎ
ｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、任意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する伝送パワー制御
命令の集合及び／又はＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ）の活性化を含むことができる。
【００５６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、ＰＤＣＣＨの検出のためにブラインドデコーディングを使用す
る。ブラインドデコーディングは、受信されるＰＤＣＣＨ（これを候補（ｃａｎｄｉｄａ
ｔｅ）ＰＤＣＣＨとする）のＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ
）に所望の識別子をデマスキングし、ＣＲＣエラーをチェックして、当該ＰＤＣＣＨが自
分の制御チャネルであるか否かを確認する方式である。
【００５７】
　基地局は、端末に送ろうとするＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定した後、
ＤＣＩにＣＲＣを付け、ＰＤＣＣＨの所有者（ｏｗｎｅｒ）や用途によって固有の識別子
（これをＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ）という）をＣＲＣにマスキングする。
【００５８】
　以下、端末のＲＲＣ状態（ＲＲＣ　ｓｔａｔｅ）とＲＲＣ連結方法について詳述する。
【００５９】
　ＲＲＣ状態とは、端末のＲＲＣ階層がＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ階層と論理的連結（ｌｏ
ｇｉｃａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）されているか否かをいい、連結されている場合はＲ
ＲＣ連結状態、連結されていない場合はＲＲＣアイドル状態と呼ぶ。ＲＲＣ連結状態の端
末は、ＲＲＣ連結が存在するので、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、当該端末の存在をセル単位で把握
することができ、したがって、端末を効果的に制御することができる。それに対し、ＲＲ
Ｃアイドル状態の端末は、Ｅ－ＵＴＲＡＮを把握することができず、セルより大きい地域
単位であるトラッキング領域（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）単位でＣＮ（ｃｏｒｅ　ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）が管理する。すなわち、ＲＲＣアイドル状態の端末は、大きい地域単位で
存在可否のみ把握され、音声やデータのような通常の移動通信サービスを受けるためには
、ＲＲＣ連結状態に移動しなければならない。
【００６０】
　ユーザが端末の電源を最初につけたとき、端末は、まず、適切なセルを探索した後、当
該セルでＲＲＣアイドル状態にとどまる。ＲＲＣアイドル状態の端末は、ＲＲＣ連結を結
ぶ必要があるときにはじめてＲＲＣ連結過程（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｃ
ｅｄｕｒｅ）を介してＥ－ＵＴＲＡＮとＲＲＣ連結を確立し、ＲＲＣ連結状態に遷移する
。ＲＲＣアイドル状態にあった端末がＲＲＣ連結を結ぶ必要がある場合は、種々があるが
、例えば、ユーザの通話試みなどの理由で上向きデータ伝送が必要であるとか、それとも
、Ｅ－ＵＴＲＡＮから呼び出し（ｐａｇｉｎｇ）メッセージを受信した場合、これに対す
る応答メッセージ伝送などを挙げることができる。
【００６１】
　ＲＲＣ階層上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）階層は、
連結管理（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と移動性管理（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）などの機能を果たす。



(12) JP 6047667 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

【００６２】
　ＮＡＳ階層において端末の移動性を管理するために、ＥＭＭ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ（
ＥＰＳ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ）及びＥＭＭ
－ＤＥＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤの２つの状態が定義されており、この２つの状態は端末とＭ
ＭＥに適用される。初期端末は、ＥＭＭ－ＤＥＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ状態であり、この端
末がネットワークに接続するために、初期連結（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ａｔｔａｃｈ）手順に
よって当該ネットワークに登録する過程を行う。前記連結（Ａｔｔａｃｈ）手順が成功的
に行われれば、端末及びＭＭＥはＥＭＭ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ状態になる。
【００６３】
　端末とＥＰＣとの間のシグナリング連結（ｓｉｇｎａｌｉｎｇｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）
を管理するために、ＥＣＭ（ＥＰＳ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）－
ＩＤＬＥ状態及びＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態の２つの状態が定義されており、この
２つの状態は端末及びＭＭＥに適用される。ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態の端末がＥ－ＵＴＲＡ
ＮとＲＲＣ連結を結ぶと、当該端末はＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態になる。ＥＣＭ－
ＩＤＬＥ状態にあるＭＭＥは、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＳ１連結（Ｓ１　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
）を結ぶと、ＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態になる。端末がＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態にあ
るときには、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、端末の背景（ｃｏｎｔｅｘｔ）情報を有していない。し
たがって、ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態の端末は、ネットワークの命令を受ける必要無しにセル
選択（ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）またはセル再選択（ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）の
ような端末基盤の移動性関連手順を行う。それに対し、端末がＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥ
Ｄ状態にあるときには、端末の移動性はネットワークの命令によって管理される。ＥＣＭ
－ＩＤＬＥ状態で端末の位置が、ネットワークが知っている位置と変わる場合、端末は、
トラッキング領域更新（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ）手順によってネッ
トワークに端末の当該位置を知らせる。
【００６４】
　次は、システム情報（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に関する説明である。
【００６５】
　システム情報は、端末が基地局に接続するために知るべき必須情報を含む。したがって
、端末は、基地局に接続する前にシステム情報を全て受信していなければならず、また、
常に最新のシステム情報を有していなければならない。そして、前記システム情報は、１
つのセル内の全ての端末が知っていなければならない情報であるから、基地局は、周期的
に前記システム情報を伝送する。システム情報は、ＭＩＢ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）及び複数のＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｂｌｏｃｋ）に分けられる。
【００６６】
　ＭＩＢは、セルから他の情報のために取得されることが要求される最も必須的かつ最も
頻繁に伝送されるパラメータの制限された個数を含むことができる。端末は、下向きリン
ク同期化後に最も先にＭＩＢを探す。ＭＩＢは、下向きリンクチャネル帯域幅、ＰＨＩＣ
Ｈ設定、同期化を支援し、タイミング基準として動作するＳＦＮ、及びｅＮＢ伝送アンテ
ナ設定のような情報を含むことができる。ＭＩＢは、ＢＣＨ上にブロードキャスト伝送さ
れることができる。
【００６７】
　含まれたＳＩＢ等のうち、ＳＩＢ１（ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋ
Ｔｙｐｅ１）は、「ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１」メッセ
ージに含まれて伝送され、ＳＩＢ１を除いた他のＳＩＢ等は、システム情報メッセージに
含まれて伝送される。ＳＩＢ等をシステム情報メッセージにマッピングさせることは、Ｓ
ＩＢ１に含まれたスケジューリング情報リストパラメータによって流動的に設定されるこ
とができる。ただし、各ＳＩＢは単一システム情報メッセージに含まれ、ただ同じスケジ
ューリング要求値（ｅ．ｇ．周期）を有したＳＩＢ等のみが同じシステム情報メッセージ
にマッピングされ得る。また、ＳＩＢ２（ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃ
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ｋＴｙｐｅ２）は、常にスケジューリング情報リストのシステム情報メッセージリスト内
の１番目のエントリーに該当するシステム情報メッセージにマッピングされる。同じ周期
内に複数のシステム情報メッセージが伝送され得る。ＳＩＢ１及び全てのシステム情報メ
ッセージは、ＤＬ－ＳＣＨ上に伝送される。
【００６８】
　ブロードキャスト伝送に加えて、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、ＳＩＢ１が既存に設定された値と
同様に設定されたパラメータを含んだまま、専用シグナリング（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓ
ｉｇｎａｌｉｎｇ）されることができ、この場合、ＳＩＢ１は、ＲＲＣ連結再設定メッセ
ージに含まれて伝送されることができる。
【００６９】
　ＳＩＢ１は、端末セル接近と関連した情報を含み、他のＳＩＢ等のスケジューリングを
定義する。ＳＩＢ１は、ネットワークのＰＬＭＮ識別子等、ＴＡＣ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　
Ａｒｅａ　Ｃｏｄｅ）、及びセルＩＤ、セルがキャンプオンできるセルであるか否かを指
示するセル禁止状態（ｃｅｌｌ　ｂａｒｒｉｎｇ　ｓｔａｔｕｓ）、セル再選択基準とし
て使用されるセル内に要求される最低受信レベル、及び他のＳＩＢ等の伝送時間及び周期
と関連した情報を含むことができる。
【００７０】
　ＳＩＢ２は、全ての端末に共通する無線資源設定情報を含むことができる。ＳＩＢ２は
、上向きリンク搬送波周波数及び上向きリンクチャネル帯域幅、ＲＡＣＨ設定、ページ設
定（ｐａｇｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、上向きリンクパワー制御設定、サウ
ンディング基準信号設定（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送を支援するＰＵＣＣＨ設定、及びＰＵ
ＳＣＨ設定と関連した情報を含むことができる。
【００７１】
　端末は、システム情報の取得及び変更感知手順をＰＣｅｌｌに対してのみ適用すること
ができる。ＳＣｅｌｌにおいて、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、当該ＳＣｅｌｌが追加されるとき、
ＲＲＣ連結状態動作と関連のある全てのシステム情報を専用シグナリングを介して提供す
ることができる。設定されたＳＣｅｌｌの関連したシステム情報の変更時、Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎは、考慮されるＳＣｅｌｌを解除（ｒｅｌｅａｓｅ）し、向後に追加することができる
が、これは、単一ＲＲＣ連結再設定メッセージとともに行われることができる。Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮは、考慮されるＳＣｅｌｌ内でブロードキャストされた値と異なるパラメータ値を
専用シグナリングを介して設定することができる。
【００７２】
　端末は、特定タイプのシステム情報に対してその有効性を保障しなければならず、この
ようなシステム情報を必須システム情報（ｒｅｑｕｉｒｅｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ）という。必須システム情報は、下記のように定義されることができる。
【００７３】
　・端末がＲＲＣアイドル状態である場合：端末は、ＳＩＢ２～ＳＩＢ８のみならず、Ｍ
ＩＢ及びＳＩＢ１の有効なバージョンを有しているように保障しなければならず、これは
、考慮されるＲＡＴの支援にしたがうことができる。
【００７４】
　・端末がＲＲＣ連結状態である場合：端末は、ＭＩＢ、ＳＩＢ１、及びＳＩＢ２の有効
なバージョンを有しているように保障しなければならない。
【００７５】
　一般的に、システム情報は、取得後に最大３時間まで有効性が保障され得る。
【００７６】
　一般的に、ネットワークが端末に提供するサービスは、下記のように３つのタイプに区
分することができる。また、どのようなサービスの提供を受けることができるかによって
端末はセルのタイプも異なるように認識する。下記において、まず、サービスタイプを叙
述し、次いで、セルのタイプを叙述する。
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【００７７】
　１）制限的サービス（Ｌｉｍｉｔｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ）：このサービスは、応急呼出
（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｃａｌｌ）及び災害警報システム（Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ　ａｎ
ｄ　Ｔｓｕｎａｍｉ　Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ；ＥＴＷＳ）を提供し、収容可能セ
ル（ａｃｃｅｐｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ）で提供することができる。
【００７８】
　２）正規サービス（Ｎｏｒｍａｌ　ｓｅｒｖｉｃｅ）：このサービスは、一般的用途の
汎用サービス（ｐｕｂｌｉｃ　ｕｓｅ）を意味し、正規セル（ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｏｒ　
ｎｏｒｍａｌ　ｃｅｌｌ）で提供することができる。
【００７９】
　３）事業者サービス（Ｏｐｅｒａｔｏｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ）：このサービスは、通信網
事業者のためのサービスを意味し、このセルは、通信網事業者のみ使用することができ、
一般ユーザは使用することができない。
【００８０】
　セルが提供するサービスタイプと関連して、セルのタイプは、下記のように区分される
ことができる。
【００８１】
　１）収容可能セル（Ａｃｃｅｐｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ）：端末が制限された（Ｌｉｍｉ
ｔｅｄ）サービスの提供を受けることができるセル。このセルは、当該端末の立場で、禁
止（ｂａｒｒｅｄ）されておらず、端末のセル選択基準を満たすセルである。
【００８２】
　２）正規セル（Ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ）：端末が正規サービスの提供を受けるこ
とができるセル。このセルは、収容可能セルの条件を満たし、同時に追加条件を満たす。
追加的な条件としては、このセルが、当該端末が接続できるＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌ
ａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）所属でなければならず、端末のトラッキング領
域（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）更新手順の実行が禁止されていないセルでなければな
らない。当該セルがＣＳＧセルであるとすれば、端末がこのセルにＣＳＧメンバーとして
接続が可能なセルでなければならない。
【００８３】
　３）禁止されたセル（Ｂａｒｒｅｄ　ｃｅｌｌ）：セルがシステム情報を介して禁止さ
れたセルであるという情報をブロードキャストするセルである。
【００８４】
　４）予約されたセル（Ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｃｅｌｌ）：セルがシステム情報を介して予
約されたセルであるという情報をブロードキャストするセルである。
【００８５】
　図４は、ＲＲＣアイドル状態の端末の動作を示すフローチャートである。図４は、初期
電源がついた端末がセル選択過程を経てネットワーク網に登録し、次いで、必要な場合、
セル再選択をする手順を示す。
【００８６】
　図４に示すように、端末は、自分がサービスを受けようとする網であるＰＬＭＮ（ｐｕ
ｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）と通信するためのラジオ接続技術
（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；ＲＡＴ）を選択する（Ｓ４１０）
。ＰＬＭＮ及びＲＡＴに関する情報は、端末のユーザが選択することができ、ＵＳＩＭ（
ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌｅ）に保存
されているものを使用することもできる。
【００８７】
　端末は、測定した基地局と信号強さや品質が特定した値より大きいセルの中で最も大き
い値を有するセルを選択する（Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）（Ｓ４２０）。これは、
電源がついた端末がセル選択を行うものであって、初期セル選択（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｅ
ｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）といえる。セル選択手順については後述する。セル選択後の
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端末は、基地局が周期的に送るシステム情報を受信する。前記においていう特定した値は
、データ送受信での物理的信号に対する品質の保証を受けるためにシステムで定義された
値をいう。したがって、適用されるＲＡＴによってその値は異なることができる。
【００８８】
　端末は、網登録の必要がある場合、網登録手順を行う（Ｓ４３０）。端末は、網からサ
ービス（例えば、Ｐａｇｉｎｇ）を受けるために、自分の情報（例えば、ＩＭＳＩ）を登
録する。端末は、セルを選択する度に接続する網に登録をするものではなく、システム情
報から受けた網の情報（例えば、Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ；ＴＡ
Ｉ）と、自分の知っている網の情報とが異なる場合に網に登録をする。
【００８９】
　端末は、セルから提供されるサービス環境または端末の環境などに基づいてセル再選択
を行う（Ｓ４４０）。端末は、サービスを受けている基地局から測定した信号の強さや品
質の値が隣接したセルの基地局から測定した値より低ければ、端末が接続した基地局のセ
ルよりさらに良い信号特性を提供する他のセルのうちの１つを選択する。この過程を２番
目の過程の初期セル選択（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）と区分して
セル再選択（Ｃｅｌｌ　Ｒｅ－Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）という。このとき、信号特性の変化
によって頻繁にセルが再選択されることを防止するために、時間的な制約条件をおく。セ
ル再選択手順については、後述する。
【００９０】
　図５は、ＲＲＣ連結を確立する過程を示したフローチャートである。
【００９１】
　端末は、ＲＲＣ連結を要請するＲＲＣ連結要請（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ）メッセージをネットワークに送る（Ｓ５１０）。ネットワークは、ＲＲＣ連
結要請に対する応答としてＲＲＣ連結設定（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ
）メッセージを送る（Ｓ５２０）。ＲＲＣ連結設定メッセージを受信した後、端末はＲＲ
Ｃ連結モードに進入する。
【００９２】
　端末は、ＲＲＣ連結確立の成功的な完了を確認するために使用されるＲＲＣ連結設定完
了（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）メッセージをネッ
トワークに送る（Ｓ５３０）。
【００９３】
　図６は、ＲＲＣ連結再設定過程を示したフローチャートである。ＲＲＣ連結再設定（ｒ
ｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）は、ＲＲＣ連結を修正するのに使用される。これは、Ｒ
Ｂ確立／修正（ｍｏｄｉｆｙ）／解除（ｒｅｌｅａｓｅ）、ハンドオーバー実行、測定セ
ットアップ／修正／解除するために使用される。
【００９４】
　ネットワークは、端末にＲＲＣ連結を修正するためのＲＲＣ連結再設定（ＲＲＣ　Ｃｏ
ｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）メッセージを送る（Ｓ６１０）。
端末は、ＲＲＣ連結再設定に対する応答として、ＲＲＣ連結再設定の成功的な完了を確認
するために使用されるＲＲＣ連結再設定完了（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）メッセージをネットワークに送る（Ｓ６２
０）。
【００９５】
　以下において、ＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）
について説明する。
【００９６】
　ＰＬＭＮは、モバイルネットワーク運営者によって配置及び運用されるネットワークで
ある。各モバイルネットワーク運営者は、１つまたはそれ以上のＰＬＭＮを運用する。各
ＰＬＭＮは、ＭＣＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）及びＭＮＣ（Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｄｅ）で識別されることができる。セルのＰＬＭＮ情報は、
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システム情報に含まれてブロードキャストされる。
【００９７】
　ＰＬＭＮ選択、セル選択、及びセル再選択において、様々なタイプのＰＬＭＮが端末に
より考慮され得る。
【００９８】
　ＨＰＬＭＮ（Ｈｏｍｅ　ＰＬＭＮ）：端末ＩＭＳＩのＭＣＣ及びＭＮＣとマッチングさ
れるＭＣＣ及びＭＮＣを有するＰＬＭＮ。
【００９９】
　ＥＨＰＬＭＮ（Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　ＨＰＬＭＮ）：ＨＰＬＭＮと等価で取り扱われ
るＰＬＭＮ。
【０１００】
　ＲＰＬＭＮ（Ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ　ＰＬＭＮ）：位置登録が成功的に終えられたＰＬ
ＭＮ。
【０１０１】
　ＥＰＬＭＮ（Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　ＰＬＭＮ）：ＲＰＬＭＮと等価で取り扱われるＰ
ＬＭＮ。
【０１０２】
　各モバイルサービス需要者は、ＨＰＬＭＮに加入する。ＨＰＬＭＮまたはＥＨＰＬＭＮ
によって端末に一般サービスが提供されるとき、端末は、ローミング状態（ｒｏａｍｉｎ
ｇ　ｓｔａｔｅ）にない。それに対し、ＨＰＬＭＮ／ＥＨＰＬＭＮ以外のＰＬＭＮによっ
て端末にサービスが提供されるとき、端末は、ローミング状態にあり、そのＰＬＭＮは、
ＶＰＬＭＮ（Ｖｉｓｉｔｅｄ　ＰＬＭＮ）と呼ばれる。
【０１０３】
　端末は、初期に電源がつくと使用可能なＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉ
ｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を検索し、サービスを受けることができる適切なＰＬＭＮを選択
する。ＰＬＭＮは、モバイルネットワーク運営者（ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｏｐ
ｅｒａｔｏｒ）により配置されるか（ｄｅｐｌｏｙ）、運営されるネットワークである。
各モバイルネットワーク運営者は、１つまたはそれ以上のＰＬＭＮを運営する。それぞれ
のＰＬＭＮは、ＭＣＣ（ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ　ｃｏｄｅ）及びＭＮＣ（ｍｏｂ
ｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｄｅ）によって識別されることができる。セルのＰＬＭＮ
情報は、システム情報に含まれてブロードキャストされる。端末は、選択したＰＬＭＮを
登録しようと試みる。登録が成功した場合、選択されたＰＬＭＮは、ＲＰＬＭＮ（ｒｅｇ
ｉｓｔｅｒｅｄ　ＰＬＭＮ）になる。ネットワークは、端末にＰＬＭＮリストをシグナリ
ングすることができるが、これは、ＰＬＭＮリストに含まれたＰＬＭＮをＲＰＬＭＮと同
様なＰＬＭＮであると考慮することができる。ネットワークに登録された端末は、常時ネ
ットワークによって接近されることができ（ｒｅａｃｈａｂｌｅ）なければならない。も
し、端末がＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態（同じくは、ＲＲＣ連結状態）にある場合、
ネットワークは、端末がサービスを受けていることを認知する。しかし、端末がＥＣＭ－
ＩＤＬＥ状態（同じくは、ＲＲＣアイドル状態）にある場合、端末の状況がｅＮＢでは有
効でないが、ＭＭＥには保存されている。この場合、ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態の端末の位置
は、ＴＡ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）等のリストの粒度（ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）
でただＭＭＥにのみ知られる。単一ＴＡは、ＴＡが所属されたＰＬＭＮ識別子で構成され
たＴＡＩ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）及びＰＬＭＮ内のＴＡを唯
一表現するＴＡＣ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｃｏｄｅ）により識別される。
【０１０４】
　次いで、選択したＰＬＭＮが提供するセルの中で前記端末が適切なサービスの提供を受
けることができる信号品質と特性を有したセルを選択する。
【０１０５】
　次は、端末がセルを選択する手順について詳しく説明する。
【０１０６】
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　電源がつくか、セルにとどまっているとき、端末は、適切な品質のセルを選択／再選択
してサービスを受けるための手順を行う。
【０１０７】
　ＲＲＣアイドル状態の端末は、常に適切な品質のセルを選択して、このセルを介してサ
ービスの提供を受けるための準備をしていなければならない。例えば、電源がちょうどつ
いた端末は、ネットワークに登録するために適切な品質のセルを選択しなければならない
。ＲＲＣ連結状態にあった前記端末がＲＲＣアイドル状態に進入すれば、前記端末は、Ｒ
ＲＣアイドル状態でとどまるセルを選択しなければならない。このように、前記端末がＲ
ＲＣアイドル状態のようなサービス待機状態にとどまっているために、ある条件を満たす
セルを選ぶ過程をセル選択（Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）という。重要な点は、前記
セル選択は、前記端末が前記ＲＲＣアイドル状態にとどまっているセルを現在決定できな
かった状態で行うことであるから、なるべく速やかにセルを選択することが何より重要で
ある。したがって、所定基準以上の無線信号品質を提供するセルであれば、たとえ、この
セルが端末に最も良い無線信号品質を提供するセルでないとしても、端末のセル選択過程
で選択されることができる。
【０１０８】
　これから、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３０４　Ｖ８．５．０（２００９－０３）「Ｕｓｅ
ｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（ＵＥ）　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ｉｎ　ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ（
Ｒｅｌｅａｓｅ８）」を参照して、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて端末がセルを選択する方法
及び手順について詳述する。
【０１０９】
　セル選択過程は、２つに大別される。
【０１１０】
　まず、初期セル選択過程であって、この過程では、前記端末が無線チャネルに対する事
前情報がない。したがって、前記端末は、適切なセルを探すために全ての無線チャネルを
検索する。各チャネルにおいて前記端末は最も強いセルを探す。その後、前記端末がセル
選択基準を満たす適切な（ｓｕｉｔａｂｌｅ）セルを探しさえすれば、当該セルを選択す
る。
【０１１１】
　次に、端末は、保存された情報を活用したり、セルで放送している情報を活用してセル
を選択することができる。したがって、初期セル選択過程に比べてセル選択が迅速であり
うる。端末がセル選択基準を満たすセルを探しさえすれば、当該セルを選択する。もし、
この過程を介してセル選択基準を満たす適切なセルを探すことができなければ、端末は、
初期セル選択過程を行う。
【０１１２】
　セル選択基準は、下記の数式１のように定義され得る。
【０１１３】
【数１】

【０１１４】
　ここで、前記数式１の各変数は、下記の表１のように定義され得る。
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【０１１５】
【表１】

【０１１６】
　シグナリングされた値であるＱｒｘｌｅｖｍｉｎｏｆｆｓｅｔ及びＱｑｕａｌｍｉｎｏ

ｆｆｓｅｔは、端末がＶＰＬＭＮ内の正規セルにキャンプしている間、さらに高い優先順
位のＰＬＭＮに対する周期的探索の結果としてセル選択が評価される場合に限って適用さ
れることができる。上記のように、さらに高い優先順位のＰＬＭＮに対する周期的探索の
間、端末は、このようなさらに高い優先順位のＰＬＭＮの他のセルから保存されたパラメ
ータ値を使用してセル選択評価を行うことができる。
【０１１７】
　前記端末が一応セル選択過程を介してあるセルを選択した後、端末の移動性または無線
環境の変化などで端末と基地局との間の信号の強さや品質が変わることができる。したが
って、もし、選択したセルの品質が低下する場合、端末は、より良い品質を提供する他の
セルを選択することができる。このようにセルを再度選択する場合、一般的に、現在選択
されたセルよりさらに良い信号品質を提供するセルを選択する。このような過程をセル再
選択（Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）という。前記セル再選択過程は、無線信号の
品質の観点で、一般的に端末に最も良い品質を提供するセルを選択するのに基本的な目的
がある。
【０１１８】
　無線信号の品質の観点以外に、ネットワークは、周波数別に優先順位を決定して端末に
知らせることができる。このような優先順位を受信した端末は、セル再選択過程でこの優
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先順位を無線信号品質基準より優先的に考慮するようになる。
【０１１９】
　上記のように、無線環境の信号特性によってセルを選択または再選択する方法があり、
セル再選択の際、再選択のためのセルを選択するのにあたって、セルのＲＡＴと周波数（
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）特性によって次のようなセル再選択方法がありうる。
【０１２０】
　・イントラ－周波数（Ｉｎｔｒａ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）セル再選択：端末がキャンプ
（ｃａｍｐ）中であるセルと同様なＲＡＴと同様な中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ－ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ）を有するセルを再選択
【０１２１】
　・インター－周波数（Ｉｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）セル再選択：端末がキャンプ
中であるセルと同様なＲＡＴと相違した中心周波数を有するセルを再選択
【０１２２】
　・インター－ＲＡＴ（Ｉｎｔｅｒ－ＲＡＴ）セル再選択：端末がキャンプ中であるＲＡ
Ｔと相違したＲＡＴを使用するセルを再選択
【０１２３】
　セル再選択過程の原則は、次のとおりである。
【０１２４】
　第１に、端末は、セル再選択のためにサービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）及
び隣接セル（ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　ｃｅｌｌ）の品質を測定する。
【０１２５】
　第２に、セル再選択は、セル再選択基準に基づいて行われる。セル再選択基準は、サー
ビングセル及び隣接セルの測定に関連して下記のような特性を有している。
【０１２６】
　イントラ－周波数セル再選択は、基本的にランキング（ｒａｎｋｉｎｇ）に基づく。ラ
ンキングとは、セル再選択評価のための指標値を定義し、この指標値を用いてセルを指標
値の大きさ順に順序を付ける作業である。最も良い指標を有するセルを普通最高順位セル
（ｈｉｇｈｅｓｔ　ｒａｎｋｅｄ　ｃｅｌｌ）と呼ぶ。セル指標値は、端末が当該セルに
対して測定した値を基本として、必要に応じて周波数オフセットまたはセルオフセットを
適用した値である。
【０１２７】
　インター－周波数セル再選択は、ネットワークにより提供された周波数優先順位に基づ
く。端末は、最も高い周波数優先順位を有した周波数にとどまる（ｃａｍｐ　ｏｎ）こと
ができるように試みる。ネットワークは、ブロードキャストシグナリング（ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）を介してセル内の端末が共通的に適用するか、または周波
数優先順位を提供したり、端末別シグナリング（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎ
ｇ）を介して端末別に各々周波数別優先順位を提供することができる。ブロードキャスト
シグナリングを介して提供されるセル再選択優先順位を共用優先順位（ｃｏｍｍｏｎ　ｐ
ｒｉｏｒｉｔｙ）ということができ、端末別にネットワークが設定するセル再選択優先順
位を専用優先順位（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）ということができる。端末
は、専用優先順位を受信すれば、専用優先順位と関連した有効時間（ｖａｌｉｄｉｔｙ　
ｔｉｍｅ）を共に受信することができる。端末は、専用優先順位を受信すれば、共に受信
した有効時間として設定された有効性タイマー（ｖａｌｉｄｉｔｙ　ｔｉｍｅｒ）を開始
する。端末は、有効性タイマーが動作する間、ＲＲＣアイドルモードで専用優先順位を適
用する。有効性タイマーが満了すれば、端末は専用優先順位を廃棄し、再度共用優先順位
を適用する。
【０１２８】
　インター－周波数セル再選択のためにネットワークは、端末にセル再選択に使用される
パラメータ（例えば、周波数別オフセット（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｏ
ｆｆｓｅｔ））を周波数別に提供することができる。
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【０１２９】
　イントラ－周波数セル再選択またはインター－周波数セル再選択のためにネットワーク
は、端末にセル再選択に使用される隣接セルリスト（Ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　Ｃｅｌｌ
　Ｌｉｓｔ、ＮＣＬ）を端末に提供することができる。このＮＣＬは、セル再選択に使用
されるセル別パラメータ（例えば、セル別オフセット（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｏ
ｆｆｓｅｔ））を含む。
【０１３０】
　イントラ－周波数またはインター－周波数セル再選択のためにネットワークは、端末に
セル再選択に使用されるセル再選択禁止リスト（ｂｌａｃｋ　ｌｉｓｔ）を端末に提供す
ることができる。禁止リストに含まれたセルに対して端末は、セル再選択を行わない。
【０１３１】
　次いで、セル再選択評価過程で行うランキングに関して説明する。
【０１３２】
　セルの優先順位を与えるのに使用されるランキング指標（ｒａｎｋｉｎｇ　ｃｒｉｔｅ
ｒｉｏｎ）は、数式２のように定義される。
【０１３３】
【数２】

【０１３４】
　ここで、Ｒｓは、サービングセルのランキング指標、Ｒｎは、隣接セルのランキング指
標、Ｑｍｅａｓ、ｓは、端末がサービングセルに対して測定した品質値、Ｑｍｅａｓ、ｎ

は、端末が隣接セルに対して測定した品質値、Ｑｈｙｓｔは、ランキングのためのヒステ
リシス（ｈｙｓｔｅｒｅｓｉｓ）値、Ｑｏｆｆｓｅｔは、２つのセル間のオフセットであ
る。
【０１３５】
　イントラ－周波数において、端末がサービングセルと隣接セルとの間のオフセット（Ｑ

ｏｆｆｓｅｔｓ、ｎ）を受信した場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｏｆｆｓｅｔｓ、ｎであり、
端末がＱｏｆｆｓｅｔｓ、ｎを受信しなかった場合には、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝０である。
【０１３６】
　インター－周波数において、端末が当該セルに対するオフセット（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ、

ｎ）を受信した場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｏｆｆｓｅｔｓ、ｎ＋Ｑｆｒｅｑｕｅｎｃｙで
あり、端末がＱｏｆｆｓｅｔｓ、ｎを受信しなかった場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｆｒｅｑ

ｕｅｎｃｙである。
【０１３７】
　サービングセルのランキング指標（Ｒｓ）と隣接セルのランキング指標（Ｒｎ）とが互
いに類似した状態で変動すれば、変動結果、ランキングの順位が頻りに変わり、端末が２
つのセルを交互に再選択することができる。Ｑｈｙｓｔは、セル再選択においてヒステリ
シスを与えて、端末が２つのセルを交互に再選択することを防止するためのパラメータで
ある。
【０１３８】
　端末は、上記の式によってサービングセルのＲｓ及び隣接セルのＲｎを測定し、ランキ
ング指標値が最も大きい値を有したセルを最高順位（ｈｉｇｈｅｓｔ　ｒａｎｋｅｄ）セ
ルと見なし、このセルを再選択する。
【０１３９】
　前記基準によれば、セルの品質がセル再選択において最も主な基準として作用すること
を確認することができる。もし、再選択したセルが正規セル（ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌ
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ｌ）でなければ、端末は、当該周波数または当該セルをセル再選択対象から除外する。
【０１４０】
　セル再選択評価によって端末がセル再選択を行うのにあたって、端末は、前記セル再選
択基準が特定時間の間、満たされる場合、セル再選択基準が満たされたと決定し、選択さ
れたターゲットセルにセル移動をすることができる。ここで、特定時間は、Ｔｒｅｓｅｌ
ｅｃｔｉｏｎパラメータであって、ネットワークから与えられることができる。Ｔｒｅｓ
ｅｌｅｃｔｉｏｎは、セル再選択タイマー値を特定し、Ｅ－ＵＴＲＡＮの各周波数に対し
て、及び他のＲＡＴに対して定義され得る。
【０１４１】
　以下では、端末のセル再選択のために使用されるセル再選択情報について説明する。
【０１４２】
　セル再選択情報は、セル再選択パラメータの形式でネットワークからブロードキャスト
されるシステム情報に含まれて伝送され、端末に提供されることができる。端末に提供さ
れるセル再選択パラメータは、下記のような種類のもの等がありうる。
【０１４３】
　セル再選択優先順位（ｃｅｌｌＲｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＰｒｉｏｒｉｔｙ）：ｃｅｌｌ
ＲｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＰｒｉｏｒｉｔｙパラメータは、Ｅ－ＵＴＲＡＮの周波数、ＵＴ
ＲＡＮの周波数、ＧＥＲＡＮ周波数等のグループ、ＣＤＭＡ２０００　ＨＲＰＤのバンド
クラスまたはＣＤＭＡ２０００　１×ＲＴＴのバンドクラスに対する優先順位を特定する
。
【０１４４】
　Ｑｏｆｆｓｅｔｓ、ｎ：２つのセル間のオフセット値を特定する。
【０１４５】
　Ｑｏｆｆｓｅｔｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：同じ優先順位のＥ－ＵＴＲＡＮ周波数に対する周
波数特定オフセットを特定する。
【０１４６】
　Ｑｈｙｓｔ：ランク指標に対するヒステリシス値を特定する。
【０１４７】
　Ｑｑｕａｌｍｉｎ：最小に要求される品質レベルを特定し、ｄＢ単位で特定される。
【０１４８】
　Ｑｒｘｌｅｖｍｉｎ：最小に要求されるＲｘレベルを特定し、ｄＢ単位で特定される。
【０１４９】
　ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＥＵＴＲＡ：Ｅ－ＵＴＲＡＮのためのセル再選択タイマー値
を特定し、Ｅ－ＵＴＲＡＮの各周波数に対して設定されることができる。
【０１５０】
　ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＵＴＲＡＮ：ＵＴＲＡＮのためのセル再選択タイマー値を特
定する。
【０１５１】
　ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＧＥＲＡ：ＧＥＲＡＮのためのセル再選択タイマー値を特定
する。
【０１５２】
　ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＣＤＭＡ＿ＨＲＰＤ：ＣＤＭＡ　ＨＲＰＤのためのセル再選
択タイマー値を特定する。
【０１５３】
　ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＣＤＭＡ＿１×ＲＴＴ：ＣＤＭＡ　１×ＲＴＴのためのセル
再選択タイマー値を特定する。
【０１５４】
　Ｔｈｒｅｓｈｘ、ＨｉｇｈＰ：サービング周波数よりさらに高い優先順位のＲＡＴ／周
波数へのセル再選択の際、端末により使用されるＳｒｘｌｅｖ域値をｄＢ単位で特定する
。特定域値がＥ－ＵＴＲＡＮ及びＵＴＲＡＮの各周波数、ＧＥＲＡＮ周波数の各グループ
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、ＣＤＭＡ２０００　ＨＲＰＤの各バンドクラス及びＣＤＭＡ２０００　１×ＲＴＴの各
バンドクラスに対して個別的に設定されることができる。
【０１５５】
　Ｔｈｒｅｓｈｘ、ＨｉｇｈＱ：サービング周波数よりさらに高い優先順位のＲＡＴ／周
波数へのセル再選択の際、端末により使用されるＳｑｕａｌ域値をｄＢ単位で特定する。
特定域値がＥ－ＵＴＲＡＮ及びＵＴＲＡＮ　ＦＤＤの各周波数に対して個別的に設定され
ることができる。
【０１５６】
　Ｔｈｒｅｓｈｘ、ＬｏｗＰ：サービング周波数よりさらに低い優先順位のＲＡＴ／周波
数へのセル再選択の際、端末により使用されるＳｒｘｌｅｖ域値をｄＢ単位で特定する。
特定域値がＥ－ＵＴＲＡＮ及びＵＴＲＡＮの各周波数、ＧＥＲＡＮ周波数の各グループ、
ＣＤＭＡ２０００　ＨＲＰＤの各バンドクラス及びＣＤＭＡ２０００　１×ＲＴＴの各バ
ンドクラスに対して個別的に設定されることができる。
【０１５７】
　Ｔｈｒｅｓｈｘ、ＬｏｗＱ：サービング周波数よりさらに低い優先順位のＲＡＴ／周波
数へのセル再選択の際、端末により使用されるＳｑｕａｌ域値をｄＢ単位で特定する。特
定域値がＥ－ＵＴＲＡＮ及びＵＴＲＡＮ　ＦＤＤの各周波数に対して個別的に設定される
ことができる。
【０１５８】
　ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇ、ＬｏｗＰ：より低いＲＡＴ／周波数へのセル再選択の際
、サービングセル上の端末により使用されるＳｒｘｌｅｖ域値をｄＢ単位で特定する。
【０１５９】
　ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇ、ＬｏｗＱ：より低いＲＡＴ／周波数へのセル再選択の際
、サービングセル上の端末により使用されるＳｑｕａｌ域値をｄＢ単位で特定する。
【０１６０】
　ＳＩｎｔｒａＳｅｒａｃｈＰ：イントラ－周波数測定に対するＳｒｘｌｅｖ域値をｄＢ
単位で特定する。
【０１６１】
　ＳＩｎｔｒａＳｅｒａｃｈＱ：イントラ－周波数測定に対するＳｑｕａｌ域値をｄＢ単
位で特定する。
【０１６２】
　ＳｎｏｎＩｎｔｒａＳｅｒａｃｈＰ：Ｅ－ＵＴＲＡＮインター－周波数及びインター－
ＲＡＴ測定に対するＳｒｘｌｅｖ域値をｄＢ単位で特定する。
【０１６３】
　ＳｎｏｎＩｎｔｒａＳｅｒａｃｈＱ：Ｅ－ＵＴＲＡＮインター－周波数及びインター－
ＲＡＴ測定に対するＳｑｕａｌ域値をｄＢ単位で特定する。
【０１６４】
　一方、前述したセル再選択パラメータは、端末の移動性によってスケーリングされるこ
とができる。端末の移動性は、特定時間区間の間、端末がセル再選択及び／又はハンドオ
ーバーによって移動した回数に基づいて推定されることができるが、これをＭＳＥ（Ｍｏ
ｂｉｌｉｔｙ　Ｓｔａｔｅ　Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）という。ＭＳＥによって端末の移動
性は、一般移動性状態（ｎｏｒｍａｌ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｓｔａｔｅ）、中間移動性状
態（ｍｅｄｉｕｍ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｓｔａｔｅ）、及び高い移動性状態（ｈｉｇｈ　
ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｓｔａｔｅ）のうち、１つの状態に推定されることができる。
【０１６５】
　ＭＳＥにおいて端末の移動性状態推定のための基準として使用され得るパラメータが提
供されることができる。ＴＣＲｍａｘは、ＭＳＥに他の端末の移動実行カウントのための
特定時間区間を特定する。ＮＣＲ＿Ｈは、高い移動性に進入するためのセル再選択最大回
数を指示する。ＮＣＲ＿Ｍは、中間移動性に進入するためのセル再選択最大回数を指示す
る。ＴＣＲｍａｘＨｙｓｔは、端末が一般移動性状態に進入できる前の追加時間区間を特
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定する。
【０１６６】
　ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にある端末は、セル再選択条件が満たされると、セル再選択を行
う。端末がＴＣＲｍａｘの間、セル再選択を行った回数が第１の域値であるＮＣＲ＿Ｈを
超過すれば、端末の移動性状態は、高い移動性状態の条件が満たされる。一方、ＴＣＲｍ

ａｘの間、セル再選択を行った回数が第２の域値であるＮＣＲ＿Ｍを超過し、第１の域値
であるＮＣＲ＿Ｈを超過しなければ、端末の移動性状態は、中間移動性状態の条件が満た
される。端末がＴＣＲｍａｘの間、セル再選択を行った回数が第２の域値であるＮＣＲ＿

Ｍを超過しなければ、端末の移動性状態は、一般移動性状態の条件が満たされる。例えば
、端末が追加時間区間（ＴＣＲｍａｘＨｙｓｔ）の間、高い移動性状態及び一般移動性状
態に感知されないと、端末は、一般移動性状態に推定されることができる。ただし、端末
が２つの同じセル間で連続的にセル再選択を行った場合、セル再選択を行った回数にカウ
ントされないことがある。
【０１６７】
　ＭＳＥによる端末の移動性状態によってスケーリング因子が特定され得るし、スケーリ
ング因子は、１つ以上のセル再選択パラメータに適用されることができる。例えば、中間
移動性及び高い移動性によるスケーリング因子であるｓｆ－Ｍｅｄｉｕｍ及びｓｆ－Ｈｉ
ｇｈは、Ｑｈｙｓｔ、ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＥＵＴＲＡ、Ｔｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

ＵＴＲＡ、ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＧＥＲＡ、ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＣＤＭＡ＿Ｈ

ＲＰＤ、及びＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＣＤＭＡ＿１×ＲＴＴに適用されることができる
。
【０１６８】
　一方、セル再選択情報は、ネットワークと端末との間のＲＲＣ連結解除のために伝送さ
れるＲＲＣメッセージであるＲＲＣ連結解除メッセージに含まれて端末に提供されること
もできる。例えば、ＲＲＣ連結解除メッセージには、Ｅ－ＵＴＲＡＮの副搬送波周波数リ
スト及びセル再選択優先順位、ＵＴＲＡ－ＦＤＤの副搬送波周波数リスト及びセル再選択
優先順位、ＵＴＲＡ－ＴＤＤの副搬送波周波数リスト及びセル再選択優先順位、ＧＥＲＡ
Ｎの副搬送波周波数リスト及びセル再選択優先順位、ＣＤＭＡ２０００　ＨＲＰＤのバン
ドクラスリスト及びセル再選択優先順位、ＣＤＭＡ２０００　１×ＲＴＴのバンドクラス
リスト及びセル再選択優先順位などを含むことができる。
【０１６９】
　以下では、複数の事業者によるＲＡＮ共有について説明する。
【０１７０】
　複数の事業者達は、個別的にＲＡＮを構築してサービスを提供することができるが、特
定事業者により構築されたセルを共有して加入者にサービスを提供することもできる。こ
れをＲＡＮ共有という。このとき、複数の事業者により共有されているセルは、ＰＬＭＮ
リストをブロードキャストすることができる。ＰＬＭＮリストは、セルがブロードキャス
トするシステム情報のＳＩＢ１に含まれて伝送されることができる。一方、ＳＩＢ１に含
まれたＰＬＭＮリストにおいて最も先にリストされたＰＬＭＮ識別子が主ＰＬＭＮ（Ｐｒ
ｉｍａｒｙ　ＰＬＭＮ）を指示できるように実現されることができる。
【０１７１】
　１個のセルが複数の事業者から共有される状況で、共有されるセルにより提供されるセ
ル再選択情報は、ＰＬＭＮリスト内の全てのＰＬＭＮに対して共通的に適用されることが
できる。一般的に共有されるセルにより提供されるセル再選択情報は、主ＰＬＭＮの政策
に主に符合するように設定されるようになる。したがって、副ＰＬＭＮによるサービスの
提供を受ける端末は、サービス提供のための最適化されたセル再選択情報でない情報に基
づいてセル再選択を行うようになる。
【０１７２】
　以下では、ＲＲＣ連結状態での端末の移動と関連したハンドオーバーについて説明する
。
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【０１７３】
　図７は、ハンドオーバー過程を示したフローチャートである。
【０１７４】
　端末（ＵＥ）は、ソース基地局（Ｓｏｕｒｃｅ　ＢＳ）に測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）を伝送する（Ｓ７１０）。ソース基地局は、受信した測定報告を
利用してハンドオーバー可否を決定する。ソース基地局が隣接セルへのハンドオーバーを
決定した場合、前記隣接セルがターゲットセル（Ｔａｒｇｅｔ　Ｃｅｌｌ）になり、ター
ゲットセルに属した基地局がターゲット基地局（Ｔａｒｇｅｔ　ＢＳ）になる。
【０１７５】
　ソース基地局は、ターゲット基地局にハンドオーバー準備（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｐｒｅ
ｐａｒａｔｉｏｎ）メッセージを伝送する（Ｓ７１１）。ターゲット基地局は、ハンドオ
ーバーの成功可能性を増加させるために、承認制御（Ａｄｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）を行う。
【０１７６】
　ターゲット基地局は、ソース基地局にハンドオーバー準備ＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄ
ｇｅｍｅｎｔ）メッセージを伝送する（Ｓ７１２）。ハンドオーバー準備ＡＣＫメッセー
ジは、Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）及び／又は専用（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）ランダムアクセスプリアン
ブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）を含むことができる。Ｃ－ＲＮＴＩは、セル内で端末を区別す
るための識別子である。専用ランダムアクセスプリアンブルは、端末が所定期間の間、独
占使用できるプリアンブルであって、非－競争（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ）基盤の
ランダムアクセス過程を行うときに使用される。ランダムアクセス過程は、端末が任意の
ランダムアクセスプリアンブルを使用する競争基盤のランダムアクセス過程と、端末が専
用ランダムアクセスプリアンブルを使用する非－競争基盤のランダムアクセス過程とに分
けることができる。非－競争基盤のランダムアクセス過程は、競争基盤のランダムアクセ
ス過程に比べて他の端末との競争によるハンドオーバーの遅延を防止することができる。
【０１７７】
　ソース基地局は、端末にハンドオーバー命令（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ）メ
ッセージを伝送する（Ｓ７１３）。ハンドオーバー命令メッセージは、ＲＲＣ（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）連結再設定（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）メッセージの形態で伝送されることができる。ハンド
オーバー命令メッセージは、ターゲット基地局から受けたＣ－ＲＮＴＩ及び専用ランダム
アクセスプリアンブルを含むことができる。
【０１７８】
　端末は、ソース基地局からハンドオーバー命令メッセージを受信した後、ターゲット基
地局と同期化（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）する（Ｓ７１４）。端末は、ターゲッ
ト基地局のＰＳＳとＳＳＳを受信して同期化し、ＰＢＣＨを受信してシステム情報を取得
する。
【０１７９】
　端末は、ターゲット基地局にランダムアクセスプリアンブルを伝送して、ランダムアク
セス過程を開始する（Ｓ７１５）。端末は、ハンドオーバー命令メッセージに含まれた専
用ランダムアクセスプリアンブルを使用することができる。または、専用ランダムアクセ
スプリアンブルが割り当てられていなければ、端末は、ランダムアクセスプリアンブル集
合から任意に選択されたランダムアクセスプリアンブルを使用することができる。
【０１８０】
　ターゲット基地局は、端末にランダムアクセス応答メッセージを伝送する（Ｓ７１６）
。ランダムアクセス応答メッセージは、上向きリンク資源割当及び／又は時間オフセット
（ｔｉｍｉｎｇ　ａｄｖａｎｃｅ）を含むことができる。
【０１８１】
　ランダムアクセス応答メッセージを受信した端末は、時間オフセットに基づいて上向き
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リンク同期を調整し、前記上向きリンク資源割当を利用してターゲット基地局にハンドオ
ーバー確認（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｎｆｉｒｍ）メッセージを伝送する（Ｓ７１７）。
ハンドオーバー確認メッセージは、ハンドオーバー過程が完了することを指示し、上向き
リンクバッファ状態報告（Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｐｏｒｔ）とともに伝送さ
れることができる。
【０１８２】
　ターゲット基地局は、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔ
ｙ）に経路変更要請（Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを伝送して
、ＭＭＥに端末のセルが変更されたことを知らせる（Ｓ７１８）。
【０１８３】
　ＭＭＥは、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）にユーザ平面アップデート要
請（Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを伝送する（Ｓ
７１９）。
【０１８４】
　Ｓ－ＧＷは、ターゲット基地局に下向きリンクデータ経路を変更（Ｓｗｉｔｃｈ）する
（Ｓ７２０）。
【０１８５】
　Ｓ－ＧＷは、ＭＭＥにユーザ平面アップデート応答（ＵｓｅｒＰｌａｎｅ　Ｕｐｄａｔ
ｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）メッセージを伝送する（Ｓ７２１）。
【０１８６】
　ＭＭＥは、ターゲット基地局に経路変更要請ＡＣＫ（ＰａｔｈＳｗｉｔｃｈ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ　ＡＣＫ）メッセージを伝送する（Ｓ７２２）。
【０１８７】
　ターゲット基地局は、ソース基地局に資源解除（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｌｅａｓｅ）
メッセージを伝送してハンドオーバーの成功を知らせる（Ｓ７２３）。
【０１８８】
　ソース基地局は、前記端末に関連した資源を解除する（Ｓ７２４）。
【０１８９】
　以下において、ＲＬＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）について説明
する。
【０１９０】
　端末は、ＰＣｅｌｌの下向きリンク無線リンク品質を感知するために、セル特定参照信
号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）に基づいて下向
きリンク品質をモニタリングする。端末は、ＰＣｅｌｌの下向きリンク無線リンク品質の
モニターリングを目的として下向きリンク無線リンク品質を推定し、それを域値Ｑｏｕｔ
及びＱｉｎと比較する。域値Ｑｏｕｔは、下向きリンク無線リンクが安定的に受信され得
ない水準として定義され、これは、ＰＤＦＩＣＨエラーを考慮して仮想のＰＤＣＣＨ伝送
（ｈｙｐｏｔｈｅｔｉｃａｌ　ＰＤＣＣＨ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）の１０％ブロッ
クエラー率に相応する。域値Ｑｉｎは、Ｑｏｕｔのレベルよりさらに安定的に受信され得
る下向きリンク無線リンク品質レベルとして定義され、これは、ＰＣＦＩＣＨエラーを考
慮して仮想のＰＤＣＣＨ伝送の２％ブロックエラー率に相応する。
【０１９１】
　これから、無線リンク失敗（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ；ＲＬＦ）につい
て説明する。
【０１９２】
　端末は、サービスを受信するサービングセルとの無線リンクの品質維持のために、持続
的に測定を行う。端末は、サービングセルとの無線リンクの品質悪化（ｄｅｔｅｒｉｏｒ
ａｔｉｏｎ）のため、現在状況で通信が不可能であるか否かを決定する。もし、サービン
グセルの品質があまり低くて通信がほとんど不可能な場合、端末は、現在状況を無線連結
失敗として決定する。
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【０１９３】
　もし、無線リンク失敗が決定されれば、端末は、現在のサービングセルとの通信維持を
放棄し、セル選択（または、セル再選択）手順を介して新しいセルを選択し、新しいセル
へのＲＲＣ連結再確立（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅ
ｎｔ）を試みる。
【０１９４】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥのスペックでは、正常な通信ができない場合として下記のような例示
を挙げている。
【０１９５】
　・端末の物理階層の無線品質測定結果に基づいて、端末が下向き通信リンク品質に深刻
な問題があると判断した場合（ＲＬＭ実行中、ＰＣｅｌｌの品質が低いと判断した場合）
。
【０１９６】
　・ＭＡＣ副階層でランダムアクセス（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ）手順が失敗し続け
て、上向きリンク伝送に問題があると判断した場合。
【０１９７】
　・ＲＬＣ副階層で上向きデータ伝送が失敗し続けて、上向きリンク伝送に問題があると
判断した場合。
【０１９８】
　・ハンドオーバーを失敗したことと判断した場合。
【０１９９】
　・端末が受信したメッセージが完全性検査（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　ｃｈｅｃｋ）を通過
できなかった場合。
【０２００】
　以下では、ＲＲＣ連結再確立（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓ
ｈｍｅｎｔ）手順についてより詳細に説明する。
【０２０１】
　図８は、ＲＲＣ連結再確立手順を示す図である。
【０２０２】
　図８に示すように、端末は、ＳＲＢ　０（ＳｉｇｎａｌｉｎｇＲａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅ
ｒ　＃０）を除外した設定されていた全ての無線ベアラ（ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）の
使用を中断し、ＡＳ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）の各種副階層を初期化させる（Ｓ
８１０）。また、各副階層及び物理階層を基本構成（ｄｅｆａｕｌｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ）として設定する。このような過程中に端末は、ＲＲＣ連結状態を維持する。
【０２０３】
　端末は、ＲＲＣ連結再設定手順を行うためのセル選択手順を行う（Ｓ８２０）。ＲＲＣ
連結再確立手順のうち、セル選択手順は、端末がＲＲＣ連結状態を維持しているにもかか
わらず、端末がＲＲＣアイドル状態で行うセル選択手順と同様に実行され得る。
【０２０４】
　端末は、セル選択手順を行った後、当該セルのシステム情報を確認して、当該セルが適
したセルであるか否かを判断する（Ｓ８３０）。もし、選択されたセルが適切なＥ－ＵＴ
ＲＡＮセルであると判断された場合、端末は、当該セルにＲＲＣ連結再確立要請メッセー
ジ（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ
　ｍｅｓｓａｇｅ）を伝送する（Ｓ８４０）。
【０２０５】
　一方、ＲＲＣ連結再確立手順を行うためのセル選択手順を介して選択されたセルがＥ－
ＵＴＲＡＮ以外の他のＲＡＴを使用するセルであると判断された場合、ＲＲＣ連結再確立
手順が中断され、端末は、ＲＲＣアイドル状態に進入する（Ｓ８５０）。
【０２０６】
　端末は、セル選択手順及び選択したセルのシステム情報受信によってセルの適切性確認
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を制限された時間内に終えるように実現されることができる。このために、端末は、ＲＲ
Ｃ連結再確立手順を開始することにより、タイマーを駆動させることができる。タイマー
は、端末が適したセルを選択したと判断された場合、中断されることができる。タイマー
が満了した場合、端末は、ＲＲＣ連結再確立手順が失敗したとみなし、ＲＲＣアイドル状
態に進入することができる。このタイマーを以下において無線リンク失敗タイマーと言及
する。ＬＴＥスペックＴＳ３６．３３１では、Ｔ３１１という名前のタイマーが無線リン
ク失敗タイマーとして活用され得る。端末は、このタイマーの設定値をサービングセルの
システム情報から取得することができる。
【０２０７】
　端末からＲＲＣ連結再確立要請メッセージを受信し、要請を受諾した場合、セルは、端
末にＲＲＣ連結再確立メッセージ（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｅｓｔａｂｌｉ
ｓｈｍｅｎｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を伝送する。
【０２０８】
　セルからＲＲＣ連結再確立メッセージを受信した端末は、ＳＲＢ１に対するＰＤＣＰ副
階層とＲＬＣ副階層を再構成する。また、保安設定と関連した各種キー値を再度計算し、
保安を担当するＰＤＣＰ副階層を新しく計算した保安キー値で再構成する。これにより、
端末とセルとの間のＳＲＢ１が開放され、ＲＲＣ制御メッセージをやり取りすることがで
きるようになる。端末は、ＳＲＢ１の再開を完了し、セルにＲＲＣ連結再確立手順が完了
したというＲＲＣ連結再確立完了メッセージ（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｅｓ
ｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）を伝送する（Ｓ８６０）
。
【０２０９】
　それに対し、端末からＲＲＣ連結再確立要請メッセージを受信し、要請を受諾しなかっ
た場合、セルは、端末にＲＲＣ連結再確立拒絶メッセージ（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　ｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｒｅｊｅｃｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を伝送する。
【０２１０】
　ＲＲＣ連結再確立手順が成功的に行われれば、セルと端末は、ＲＲＣ連結再設定手順を
行う。これにより、端末は、ＲＲＣ連結再確立手順を行う前の状態を回復し、サービスの
連続性を最大限保障する。
【０２１１】
　以下では、３ＧＰＰ基盤のアクセスネットワークと他のアクセスネットワークとの間の
インターワーキング（ｉｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ）について説明する。
【０２１２】
　３ＧＰＰでは、Ｒｅｌ－８から非－３ＧＰＰアクセスネットワーク（ｅ．ｇ．ＷＬＡＮ
）との連動を導入しつつ接続可能なアクセスネットワークを発見し、選択するためのＡＮ
ＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ）を規格化した。ＡＮＤＳＦは、端末の位置で接続可能なアク
セスネットワーク発見情報（ｅ．ｇ．ＷＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ位置情報等）、事業者の政策
を反映させることができるシステム間移動性政策（Ｉｎｔｅｒ－Ｓｙｓｔｅｍ　Ｍｏｂｉ
ｌｉｔｙ　Ｐｏｌｉｃｉｅｓ；ＩＳＭＰ）、システム間ルーティング政策（Ｉｎｔｅｒ－
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｐｏｌｉｃｙ；ＩＳＲＰ）を伝達し、この情報に基づい
て端末は、あるＩＰトラフィックをあるアクセスネットワークを経由して伝送するかを決
定することができる。ＩＳＭＰは、端末が１つの活性化された（ａｃｔｉｖｅ）アクセス
ネットワーク連結（例えば、ＷＬＡＮまたは３ＧＰＰ）を選択することに対するネットワ
ーク選択規則を含むことができる。ＩＳＲＰは、端末が潜在的な１つ以上の活性化された
アクセスネットワーク連結（例えば、ＷＬＡＮと３ＧＰＰの両方）を選択することに対す
るネットワーク選択規則を含むことができる。システム間ルーティング政策には、ＭＡＰ
ＣＯＮ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ＰＤＮ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）、ＩＦ
ＯＭ（ＩＰ　Ｆｌｏｗ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ）、非－シームレスＷＬＡＮオフロード（ｎｏ
ｎ－ｓｅａｍｌｅｓｓ　ＷＬＡＮ　ｏｆｆｌｏａｄｉｎｇ）が含まれる。ＡＮＤＳＦと端
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末との間の動的な伝達（ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ）のために、ＯＭＡ　ＤＭ
（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）
などが使用される。
【０２１３】
　ＭＡＰＣＯＮは、３ＧＰＰアクセスネットワークと非－３ＧＰＰアクセスネットワーク
とを経由して同時に複数のパケットデータネットワークに連結（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ＰＤ
Ｎ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）を設定、維持、及び全体活性化されたＰＤＮ連結（ａｃ
ｔｉｖｅ　ＰＤＮ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）単位のシームレストラフィックオフロード（
ｓｅａｍｌｅｓｓ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｏｆｆｌｏａｄｉｎｇ）が可能な技術を規格化した
ものである。このために、ＡＮＤＳＦサーバは、オフロードを行うＡＰＮ（Ａｃｃｅｓｓ
　Ｐｏｉｎｔ　Ｎａｍｅ）情報、アクセスネットワーク間の優先順位（ｒｏｕｔｉｎｇ　
ｒｕｌｅ）、オフロード方法が適用される時間（Ｔｉｍｅ　ｏｆ　Ｄａｙ）、そしてオフ
ロードをするアクセスネットワーク（Ｖａｌｉｄｉｔｙ　Ａｒｅａ）情報などを提供する
。
【０２１４】
　ＩＦＯＭは、ＭＡＰＣＯＮよりは融通性があり、細分化された単位のＩＰフロー単位の
移動性及びシームレスオフロード（ｓｅａｍｌｅｓｓ　ｏｆｆｌｏａｄｉｎｇ）を支援す
る。ＩＦＯＭの技術的特徴は、ＭＡＰＣＯＮと異なり、端末が同じアクセスポイントネー
ム（ＡＰＮ）を使用してパケットデータネットワークに連結される場合でも、互いに異な
るアクセスネットワークを介して接続可能であり、移動性及びオフロードの単位がパケッ
トデータネットワーク（ＰＤＮ）でない、特定サービスＩＰトラフィックフロー単位で移
動が可能なようにすることにより、サービス提供の柔軟性を有する。このために、ＡＮＤ
ＳＦサーバは、オフロードを行うＩＰフロー情報、アクセスネットワーク間の優先順位（
ｒｏｕｔｉｎｇ　ｒｕｌｅ）、オフロード方法が適用される時間（Ｔｉｍｅ　ｏｆ　Ｄａ
ｙ）、そしてオフロードをするアクセスネットワーク（Ｖａｌｉｄｉｔｙ　Ａｒｅａ）情
報などを提供する。
【０２１５】
　非－シームレスＷＬＡＮオフロードは、ある特定ＩＰトラフィックの経路をＷＬＡＮに
変えることだけでなく、ＥＰＣを経由しないようにトラフィックを完全にオフロードさせ
る技術をいう。これは、移動性支援のために、Ｐ－ＧＷにアンカーリング（ａｎｃｈｏｒ
ｉｎｇ）をしないので、オフロードされたＩＰトラフィックを再度３ＧＰＰアクセスネッ
トワークに途切れることなく移動させることができない。このために、ＡＮＤＳＦサーバ
は、端末にＩＦＯＭを行うために提供する情報と類似した情報を提供する。
【０２１６】
　図９は、３ＧＰＰアクセスネットワーク及びＷＬＡＮアクセスネットワークが共存する
環境の例示を示す図である。
【０２１７】
　図９に示すように、３ＧＰＰアクセスネットワークとして、基地局１（９１０）を中心
とするセル１と、基地局２（９２０）を中心とするセル２とが展開されている。また、Ｗ
ＬＡＮアクセスネットワークとして、セル１内に位置するアクセスポイント（Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｐｏｉｎｔ；ＡＰ）１（９３０）を中心とするＢＳＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
　Ｓｅｔ）１、ＡＰ２（９４０）を中心とするＢＳＳ２が展開されており、セル２内に存
在するＡＰ３（９５０）を中心とするＢＳＳ３が展開されている。セルのカバレッジは、
実線で図示されており、ＢＳＳのカバレッジは、点線で図示されている。
【０２１８】
　端末９００は、３ＧＰＰアクセスネットワーク及びＷＬＡＮアクセスネットワークを介
した通信を行えるように設定されたことと仮定する。この場合、端末９００は、ステーシ
ョン（ｓｔａｔｉｏｎ）と呼ばれることができるであろう。
【０２１９】
　最初に、端末９００は、セル１内でＢＳ１（９１０）と連結を確立して３ＧＰＰアクセ
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スネットワークを介したトラフィック処理をすることができる。
【０２２０】
　端末９００がセル１のカバレッジ内で移動中にＢＳＳ１のカバレッジ内に進入し、スキ
ャニングを介してＢＳＳ１を発見することができる。この場合、端末９００は、ＢＳＳ１
のＡＰ１（９３０）と結合（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）及び認証（ａｕｔｈｅｎｔｉｃａ
ｔｉｏｎ）手順を行うことにより、ＷＬＡＮアクセスネットワークと連結することができ
る。これにより、端末９００は、トラフィックを３ＧＰＰアクセスネットワーク及びＷＬ
ＡＮアクセスネットワークを介して処理することができる。一方、端末９００が移動して
ＢＳＳ１のカバレッジを外れる場合、ＷＬＡＮアクセスネットワークとの連結が終了し得
る。
【０２２１】
　端末９００がセル１のカバレッジ内で移動し続けて、セル１及びセル２の境界近傍に移
動することができ、ＢＳＳ２のカバレッジ内に進入して、スキャニングを介してＢＳＳ２
を発見することができる。この場合、端末９００は、ＢＳＳ２のＡＰ２（９４０）と結合
及び認証手順を行ってＷＬＡＮアクセスネットワークと連結することができる。一方、Ｂ
ＳＳ２のカバレッジ内の端末９００は、セル１及びセル２の境界に位置するので、３ＧＰ
Ｐアクセスネットワークを介したサービス品質が良好でないことがある。この場合、端末
９００は、ＷＬＡＮアクセスネットワークを介して集中的にトラフィックを処理するよう
に動作することができる。
【０２２２】
　端末９００が移動してＢＳＳ２のカバレッジを外れ、セル２の中心部に進入すれば、端
末９００は、ＷＬＡＮアクセスネットワークとの連結を終了し、セル２に基づいて３ＧＰ
Ｐアクセスネットワークを介してトラフィックを処理することができる。
【０２２３】
　端末９００がセル２のカバレッジ内で移動中にＢＳＳ３のカバレッジ内に進入し、スキ
ャニングを介してＢＳＳ１を発見することができる。この場合、端末９００は、ＢＳＳ３
のＡＰ３（９５０）と結合及び認証手順を行うことにより、ＷＬＡＮアクセスネットワー
クと連結することができる。これにより、端末９００は、トラフィックを３ＧＰＰアクセ
スネットワーク及びＷＬＡＮアクセスネットワークを介して処理することができる。
【０２２４】
　図９の例示のように、３ＧＰＰアクセスネットワークと非－３ＧＰＰアクセスネットワ
ークとが共存する無線通信環境において、端末は、適応的に３ＧＰＰアクセスネットワー
ク及び／又は非－３ＧＰＰアクセスネットワークを介してトラフィックを処理することが
できる。
【０２２５】
　アクセスネットワーク間のインターワーキングを行う主な目的のうちの１つは、トラフ
ィックをオフロードしてアクセスネットワークの負荷を制御することである。このために
、無線リンクまたはＣＮの負荷程度に応じて基地局はＲＲＣ連結を確立中である端末のう
ち、一部の端末を他のアクセスネットワークに移動させることができる。これにより、基
地局は、ネットワークの負荷調節程度を決定し、負荷を容易に調節することができた。
【０２２６】
　一方、既存の３ＧＰＰアクセスネットワーク及び非－３ＧＰＰアクセスネットワーク間
の連動は、ＡＮＤＳＦ政策にしたがって端末が自ら特定アクセスネットワークを選択し、
選択されたアクセスネットワークを介してトラフィックを処理した。この場合、基地局は
、３ＧＰＰアクセスネットワーク及び非－３ＧＰＰアクセスネットワーク間のインターワ
ーキングを制御することができない。また、ＡＮＤＳＦ政策にしたがったトラフィック処
理を支援できない端末は、ネットワーク間のインターワーキングを介した効率的なトラフ
ィック処理を行うことができなかった。したがって、セル内でサービスの提供を受けてい
る端末に無線資源が正しく割り当てられず、端末のＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）が低下する問題が生じ得る。
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【０２２７】
　端末がトラフィックルーティングに適した非－３ＧＰＰアクセスネットワークを介して
トラフィックを処理するために、端末には、このためのトラフィックルーティング基準が
提供される必要がある。また、基地局がアクセスネットワーク間のインターワーキングを
制御するために、端末周囲の非－３ＧＰＰアクセスネットワークに関する情報を取得し、
非－３ＧＰＰアクセスネットワークを介したトラフィック処理が適切であるか判断できな
ければならない。
【０２２８】
　上記の点を考慮して、本発明では、基地局が端末に対して非－３ＧＰＰアクセスネット
ワークへのトラフィックルーティングのためのトラフィックルーティング基準を設定する
方式を提案する。端末は、トラフィックルーティング基準評価を介して適した非－３ＧＰ
Ｐアクセスネットワークを発見し、３ＧＰＰトラフィックをルーティングさせて処理する
ことができるであろう。
【０２２９】
　以下では、端末にトラフィックルーティング基準設定を提供する通信方法を説明するに
あたって、非－３ＧＰＰアクセスネットワークがＷＬＡＮアクセスネットワークであるこ
とを例示として説明する。ただし、本発明の範囲はこれに限定されず、その他、他のアク
セスネットワークと関連した端末の通信にも適用されることができるであろう。
【０２３０】
　図１０は、本発明の第１の実施形態に係る通信方法を示す図である。
【０２３１】
　図１０に示すように、端末は、トラフィックルーティング設定を受信する（Ｓ１０１０
）。トラフィックルーティング設定は、３ＧＰＰアクセスネットワークから伝送され得る
。
【０２３２】
　トラフィックルーティング設定は、３ＧＰＰアクセスネットワークからのブロードキャ
ストシグナリングを介して端末に提供され得る。例えば、トラフィックルーティング設定
は、３ＧＰＰアクセスネットワークによりブロードキャストされるシステム情報に含まれ
て伝送され得る。
【０２３３】
　トラフィックルーティング設定は、３ＧＰＰアクセスネットワークからの専用シグナリ
ングを介して端末に提供され得る。例えば、トラフィックルーティング設定は、ＲＲＣメ
ッセージに含まれて伝送され得る。
【０２３４】
　トラフィックルーティング設定は、トラフィックルーティング基準を特定することがで
きる。端末は、トラフィックルーティング基準を介して特定ＷＬＡＮアクセスネットワー
クが３ＧＰＰトラフィックを処理するのに適するか否かを決定することができる。このた
めに、トラフィックルーティング設定は、報告イベント及び関心ＷＬＡＮリストを含むこ
とができる。
【０２３５】
　トラフィックルーティング設定は、少なくとも１つ以上のルーティングイベントを含む
ことができる。各ルーティングイベントは、端末が特定ＷＬＡＮアクセスネットワークエ
ンティティーの３ＧＰＰトラフィック処理の適合可否を判断するにあたって使用されるル
ーティング条件を定義することができる。端末に設定され得るルーティングイベントは、
下記のように定義されることができ、端末には、１つ以上のルーティングイベントが設定
され得る。
【０２３６】
　１）ＷＬＡＮアクセスネットワークの信号品質関連イベント
【０２３７】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、１より低い
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【０２３８】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、１と同じであるか、低い
【０２３９】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、１に比べて特定オフセットの分だけ低い
【０２４０】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、１に特定オフセット適用された値と同じ
であるか、オフセットの分だけ低い
【０２４１】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、２より高い
【０２４２】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、２と同じであるか、さらに高い
【０２４３】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、２に比べて特定オフセットの分だけ高い
【０２４４】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、２に特定オフセット適用された値と同じ
であるか、オフセットの分だけ高い
【０２４５】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、１より低く、ＱＴ、ＷＬＡＮ、２より高
い
【０２４６】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、１と同じであるか、さらに低く、ＱＴ、

ＷＬＡＮ、２と同じであるか、さらに高い
【０２４７】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、１に比べて特定オフセットの分だけ低く
、ＱＴ、ＷＬＡＮ、２に比べて特定オフセットの分だけ高い
【０２４８】
　・関心ＷＬＡＮの信号品質がＱＴ、ＷＬＡＮ、１に特定オフセット適用された値と同じ
であるか、オフセットの分だけ低く、ＱＴ、ＷＬＡＮ、２に特定オフセット適用された値
と同じであるか、オフセットの分だけ高い
【０２４９】
　（ＱＴ、ＷＬＡＮ、１及びＱＴ、ＷＬＡＮ、２は、特定品質閾値として互いに同じ値を
有するか、またはそれぞれ異なる値を有することができる。）
【０２５０】
　２）ＷＬＡＮアクセスネットワークの負荷関連イベント
【０２５１】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、１より低い
【０２５２】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、１と同じであるか、さらに低い
【０２５３】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、１に比べて特定オフセットの分だけ低い
【０２５４】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、１に特定オフセット適用された値と同じであ
るか、オフセットの分だけ低い
【０２５５】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、２より高い
【０２５６】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、２と同じであるか、さらに高い
【０２５７】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、２に比べて特定オフセットの分だけ高い
【０２５８】
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　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、２に特定オフセット適用された値と同じであ
るか、オフセットの分だけ高い
【０２５９】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、１より低く、ＬＴ、ＷＬＡＮ、２より高い
【０２６０】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、１と同じであるか、さらに低く、ＬＴ、ＷＬ

ＡＮ、２と同じであるか、さらに高い
【０２６１】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、１に比べて特定オフセットの分だけ低く、Ｌ

Ｔ、ＷＬＡＮ、２に比べて特定オフセットの分だけ高い
【０２６２】
　・関心ＷＬＡＮの負荷がＬＴ、ＷＬＡＮ、１に特定オフセット適用された値と同じであ
るか、オフセットの分だけ低く、ＬＴ、ＷＬＡＮ、２に特定オフセット適用された値と同
じであるか、オフセットの分だけ高い
【０２６３】
　（ＬＴ、ＷＬＡＮ、１及びＬＴ、ＷＬＡＮ、２は、特定負荷閾値として互いに同じ値を
有するか、またはそれぞれ異なる値を有することができる。）
【０２６４】
　３）３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質関連イベント
【０２６５】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、１より低い
【０２６６】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、１と同じである
か、さらに低い
【０２６７】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、１に比べて特定
オフセットの分だけ低い
【０２６８】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、１に特定オフセ
ット適用された値と同じであるか、オフセットの分だけ低い
【０２６９】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、２より高い
【０２７０】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、２と同じである
か、さらに高い
【０２７１】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、２に比べて特定
オフセットの分だけ高い
【０２７２】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、２に特定オフセ
ット適用された値と同じであるか、オフセットの分だけ高い
【０２７３】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、１より低く、Ｑ

Ｔ、３ＧＰＰ、２より高い
【０２７４】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、１と同じである
か、さらに低く、ＱＴ、３ＧＰＰ、２と同じであるか、さらに高い
【０２７５】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、１に比べて特定
オフセットの分だけ低く、ＱＴ、３ＧＰＰ、２に比べて特定オフセットの分だけ高い
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【０２７６】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質がＱＴ、３ＧＰＰ、１に特定オフセ
ット適用された値と同じであるか、オフセットの分だけ低く、ＱＴ、３ＧＰＰ、２に特定
オフセット適用された値と同じであるか、オフセットの分だけ高い
【０２７７】
　（ＱＴ、ＷＬＡＮ、１及びＱＴ、ＷＬＡＮ、２は、特定品質閾値として互いに同じ値を
有するか、またはそれぞれ異なる値を有することができる。）
【０２７８】
　４）３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷関連イベント
【０２７９】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、１より低い
【０２８０】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、１と同じであるか、
さらに低い
【０２８１】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、１に比べて特定オフ
セットの分だけ低い
【０２８２】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、１に特定オフセット
適用された値と同じであるか、オフセットの分だけ低い
【０２８３】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、２より高い
【０２８４】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、２と同じであるか、
さらに高い
【０２８５】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、２に比べて特定オフ
セットの分だけ高い
【０２８６】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、２に特定オフセット
適用された値と同じであるか、オフセットの分だけ高い
【０２８７】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、１より低く、ＬＴ、

３ＧＰＰ、２より高い
【０２８８】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、１と同じであるか、
さらに低く、ＬＴ、３ＧＰＰ、２と同じであるか、さらに高い
【０２８９】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、１に比べて特定オフ
セットの分だけ低く、ＬＴ、３ＧＰＰ、２に比べて特定オフセットの分だけ高い
【０２９０】
　・現在の３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷がＬＴ、３ＧＰＰ、１に特定オフセット
適用された値と同じであるか、オフセットの分だけ低く、ＬＴ、３ＧＰＰ、２に特定オフ
セット適用された値と同じであるか、オフセットの分だけ高い
【０２９１】
　（ＬＴ、ＷＬＡＮ、１及びＬＴ、ＷＬＡＮ、２は、特定品質閾値として互いに同じ値を
有するか、またはそれぞれ異なる値を有することができる。）
【０２９２】
　一方、ルーティングイベントは、上述した１つ以上のイベントが組み合わせられること
も可能である。
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【０２９３】
　トラフィックルーティング設定は、トラフィックルーティング基準評価の対象ＷＬＡＮ
アクセスネットワークを特定するための関心ＷＬＡＮ（ｃｏｎｃｅｒｎｅｄ　ＷＬＡＮ）
リストを含むことができる。関心ＷＬＡＮは、３ＧＰＰトラフィックの処理が許容される
ＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーでありうる。関心ＷＬＡＮとは、端末の３
ＧＰＰアクセスネットワーク上のトラフィックを処理することが許容され、トラフィック
ルーティング設定のルーティングイベントが適用され得るＷＬＡＮアクセスネットワーク
エンティティーでありうる。関心ＷＬＡＮリストは、下記のようなＷＬＡＮアクセスネッ
トワークエンティティーの識別子を含むことができる。
【０２９４】
　・ＷＬＡＮ　ＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）：ＳＳＩＤ
は、複数のＢＳＳ内で重複して使用され得る。
【０２９５】
　・ＷＬＡＮ　ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅ
ｒ）：ＢＳＳＩＤは、特定ＡＰにより管理されるＢＳＳを識別させる情報であって、一般
的に当該ＡＰのＭＡＣ住所として設定されることができる。
【０２９６】
　・ＨＥＳＳＩＤ（Ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ　ＥｘｔｅｎｄｅｄＳｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ
　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）：ＡＰのうち、１つのＢＳＳＩＤと同じ値としてホットスポッ
ト事業者（ｈｏｔｓｐｏｔ　ｏｐｅｒａｔｏｒ）により設定された識別子であって、ＭＡ
Ｃ住所の形態で設定されることができる。ホットスポットネットワークでの全てのＡＰは
、同じＨＥＳＳＩＤ値の設定を受けることができる。
【０２９７】
　・ドメイン名前リスト（ｄｏｍａｉｎ　ｎａｍｅ　ｌｉｓｔ）：ＷＬＡＮアクセスネッ
トワークエンティティーの１つ以上のドメイン名前を含むことができる。
【０２９８】
　トラフィックルーティング設定は、関心ＷＬＡＮ及びルーティングイベントを相互連関
させる情報を含むことにより、特定関心ＷＬＡＮに適用され得るルーティングイベントが
特定され得る。同じルーティングイベントに複数の関心ＷＬＡＮが連関され得る。また、
１つの関心ＷＬＡＮには、複数のルーティングイベントが連関され得る。関心ＷＬＡＮ及
びルーティングイベントの連関関係の実現は、図１１を参照することができる。
【０２９９】
　図１１は、本発明の実施形態に係る関心ＷＬＡＮ及びルーティングイベント連関関係の
一例を示す図である。
【０３００】
　図１１の副図面（ａ）は、１つのルーティングイベントに１つ以上の関心ＷＬＡＮが連
関される例示を示す。このために、ルーティングイベント設定情報には、関連ＷＬＡＮリ
ストが含まれ、当該リストには、１つ以上の関心ＷＬＡＮ識別子が含まれ得る。
【０３０１】
　図１１の副図面（ｂ）は、１つの関心ＷＬＡＮに１つ以上のルーティングイベントが連
関される例示を示す。このために、関心ＷＬＡＮリストの各関心ＷＬＡＮ識別情報には、
関連ルーティングイベントリストが含まれ、当該リストには、１つ以上のルーティングイ
ベントが含まれ得る。
【０３０２】
　図１１の副図面（ｃ）は、関心ＷＬＡＮ及びルーティングイベント間の連関性が連関識
別子を介して識別され得る例示を示す。トラフィックルーティング設定は、連関リストを
含み、連関リストの各連関識別子は、１つ以上の関心ＷＬＡＮ及び１つ以上のルーティン
グイベント間の連関性を識別させる。このために、連関識別子は、｛ＷＬＡＮ　ＩＤ（ｓ
）、ルーティングイベントＩＤ（ｓ）｝として実現されることができる。
【０３０３】
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　さらに、図１０に示すように、トラフィックルーティング設定を受信した端末は、関心
ＷＬＡＮ探索を行う。関心ＷＬＡＮ探索は、端末の周辺に存在するＷＬＡＮアクセスエン
ティティーのうち、関心ＷＬＡＮを探す動作でありうる。このために、端末は、スキャニ
ングを行うことができる。スキャニング動作は、ＷＬＡＮで定義された手動スキャニング
及び／又は能動スキャニングによって行われることができる。
【０３０４】
　手動スキャニングによって、端末は、ＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーか
ら伝送されるビーコンフレーム（ｂｅａｃｏｎ　ｆｒａｍｅ）受信によってＷＬＡＮアク
セスネットワークエンティティーを発見することができる。端末は、ビーコンフレームを
伝送しているＡＰ及び／又は非－ＡＰステーションを発見することができる。ＡＰ及び／
又は非－ＡＰステーションからブロードキャストされるビーコンフレームには、ＷＬＡＮ
システム情報の全部または一部が含まれている。より詳細には、当該ＡＰ及び／又は非－
ＡＰステーションに対するＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーに対する識別情
報として、ＢＳＳＩＤ、ＳＳＩＤ、ＨＥＳＳＩＤなどがビーコンフレームに含まれ得る。
また、ＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーにより支援されることができる能力
値情報がビーコンフレームに含まれ得る。
【０３０５】
　能動スキャニングによって、端末は、プローブ要請フレーム（ｐｒｏｂｅ　ｒｅｑｕｅ
ｓｔ　ｆｒａｍｅ）を伝送することができる。プローブ要請フレームは、ブロードキャス
ト方式で伝送されることができる。端末は、プローブ要請フレームに対する応答として、
特定ＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーからプローブ応答フレーム（ｐｒｏｂ
ｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｆｒａｍｅ）を受信し、当該ＷＬＡＮアクセスネットワークエン
ティティーを発見することができる。端末は、プローブ応答フレームを伝送したＡＰ及び
／又は非－ＡＰステーションを発見することができる。ＡＰ及び／又は非－ＡＰステーシ
ョンから伝送されるプローブ応答フレームには、ＷＬＡＮシステム情報の全部または一部
が含まれている。より詳細には、当該ＡＰ及び／又は非－ＡＰステーションに対するＷＬ
ＡＮアクセスネットワークエンティティーに対する識別情報として、ＢＳＳＩＤ、ＳＳＩ
Ｄ、ＨＥＳＳＩＤなどがプローブ応答フレームに含まれ得る。また、ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークエンティティーにより支援されることができる能力値情報がプローブ応答フレ
ームに含まれ得る。
【０３０６】
　端末は、スキャニングによって発見されたＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティ
ーがトラフィックルーティング設定による関心ＷＬＡＮであるか否かを判断する。端末は
、スキャニングを介して取得したＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーの識別子
が関心ＷＬＡＮリストに含まれるか否かを確認する。識別子が関心ＷＬＡＮリストに含ま
れていると、端末は、当該ＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーが関心ＷＬＡＮ
であると決定することができる。それに対し、識別子が関心ＷＬＡＮリストに含まれてい
ないと、端末は、当該ＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーが関心ＷＬＡＮでな
いと決定することができる。
【０３０７】
　端末は、発見された関心ＷＬＡＮがトラフィックルーティング基準を満たすか否かを評
価する（Ｓ１０２０）。端末は、関心ＷＬＡＮと連関されたルーティングイベントによっ
てトラフィックルーティング基準の満足可否を決定する。ルーティングイベントによって
トラフィックルーティング基準が満たされれば、端末は、当該関心ＷＬＡＮが３ＧＰＰト
ラフィックを処理するのに適したＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーであると
決定することができる。したがって、端末は、当該ＷＬＡＮアクセスネットワークエンテ
ィティーを介して３ＧＰＰトラフィックを処理することと決定することができる。
【０３０８】
　１つの関心ＷＬＡＮに複数のルーティングイベントが連関されている場合、端末は、複
数のルーティングイベントのうちの１つが満たされれば、トラフィックルーティング基準
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が満たされたと決定することができる。または、１つの関心ＷＬＡＮに複数のルーティン
グイベントが連関されている場合、複数のルーティングイベントが共に満たされれば、ト
ラフィックルーティング基準が満たされたと決定することができる。
【０３０９】
　ルーティングイベントによるトラフィックルーティング基準が満たされなければ、端末
は、当該関心ＷＬＡＮに対してトラフィックルーティング基準の満足可否を続けて周期的
に行うことができる。また、これと共に、ＷＬＡＮ探索を再開して他のＷＬＡＮを発見し
、関連したルーティングイベントによるトラフィックルーティング基準評価を開始するこ
とができる。
【０３１０】
　端末は、複数の関心ＷＬＡＮを発見し、これに対するトラフィックルーティング基準の
満足可否を評価することができる。
【０３１１】
　発見された関心ＷＬＡＮがトラフィックルーティング基準を満たしたと判断した端末は
、該当するＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーに接近し、ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークにトラフィックをルーティングして処理することができる（Ｓ１０５０）。端
末が関心ＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーに接近することは、該当するＡＰ
と結合及び認証手順を行うことを含むことができる。結合手順は、端末がＷＬＡＮアクセ
スネットワークエンティティーに結合要請フレームを伝送し、これに対する応答として、
ＡＰから結合応答フレームを受信することにより行われることができる。認証手順は、端
末とＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーとの間の認証フレーム（ａｕｔｈｅｎ
ｔｉｃａｔｉｏｎ　ｆｒａｍｅ）の送受信によって行われることができる。
【０３１２】
　３ＧＰＰ／ＷＬＡＮアクセスネットワークを介して３ＧＰＰ上のトラフィックを処理す
ることは、一部及び／又は全てのトラフィックを３ＧＰＰまたはＷＬＡＮアクセスネット
ワークを介して処理することを含むことができる。端末は、全てのトラフィックを３ＧＰ
Ｐアクセスネットワークを介して処理するか、ＷＬＡＮアクセスネットワークを介して処
理することができる。または、端末は、一部のトラフィックを３ＧＰＰアクセスネットワ
ークを介して処理し、残りのトラフィックをＷＬＡＮアクセスネットワークを介して処理
することができる。
【０３１３】
　図１０の実施形態において、端末は、トラフィックルーティング基準を満たすとき、Ｗ
ＬＡＮアクセスネットワークを介したトラフィック処理を開始した。これとは異なり、端
末は、トラフィックルーティング基準が満たされれば、当該ＷＬＡＮアクセスネットワー
クエンティティーに関する情報を３ＧＰＰアクセスネットワークに報告することができる
。この場合、ＷＬＡＮ情報の報告を受けた３ＧＰＰアクセスネットワーク（例えば、基地
局）は、当該ＷＬＡＮアクセスエンティティーを介したトラフィック処理が適切であるか
否かをさらに判断することができ、これにより、端末のトラフィック処理を制御すること
ができる。これと関連した実施形態は、図１２を参照して説明する。
【０３１４】
　図１２は、本発明の第２の実施形態に係る通信方法を示す図である。
【０３１５】
　図１２に示すように、端末は、トラフィックルーティング設定を受信し、トラフィック
ルーティング基準評価を行う。これは、図１０による実施形態において、Ｓ１０１０及び
Ｓ１０２０ステップを介して上述した方式のとおりに行われることができ、詳細な説明を
省略する。
【０３１６】
　発見された関心ＷＬＡＮがトラフィックルーティング基準を満たしたと判断した端末は
、関心ＷＬＡＮに対するＷＬＡＮ情報を生成し、これを報告する（Ｓ１２１０）。生成さ
れたＷＬＡＮ情報は、３ＧＰＰアクセスネットワークに報告されることができる。生成さ
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れたＷＬＡＮ情報は、ＲＲＣメッセージに含まれて３ＧＰＰアクセスネットワークに報告
されることができる。複数の関心ＷＬＡＮを発見し、当該関心ＷＬＡＮがそれぞれ関連ル
ーティングイベントによるトラフィックルーティング基準を満たした場合、端末は、各関
心ＷＬＡＮに関する情報を生成し報告することができる。
【０３１７】
　３ＧＰＰアクセスネットワークに報告されるＷＬＡＮ情報は、下記のような情報を含む
ことができる。
【０３１８】
　１）関心ＷＬＡＮの識別子
【０３１９】
　端末により報告されるＷＬＡＮ情報は、関心ＷＬＡＮの識別子を含むことができる。関
心ＷＬＡＮの識別子は、関心ＷＬＡＮのＢＳＳＩＤ、ＳＳＩＤ、ＨＥＳＳＩＤ、及びドメ
インネームリストのうち、少なくとも１つを含むことができる。
【０３２０】
　一方、トラフィックルーティング設定に含まれた関心ＷＬＡＮリストに１つの関心ＷＬ
ＡＮ識別子が含まれており、端末が当該トラフィックルーティング設定によるＷＬＡＮ情
報を報告する場合、端末は、関心ＷＬＡＮの識別子をＷＬＡＮ情報に含めないことができ
る。３ＧＰＰトラフィック処理が許容される関心ＷＬＡＮが１つだけであるから、ＷＬＡ
Ｎ情報がいかなる関心ＷＬＡＮに関する情報であるかに対する別の指示が必要でないため
である。
【０３２１】
　２）関心ＷＬＡＮの位置情報
【０３２２】
　端末は、トラフィックルーティング基準を満たした関心ＷＬＡＮの位置情報をＷＬＡＮ
情報に含めることができる。関心ＷＬＡＮの位置情報は、地理的座標情報として実現され
ることができる。この場合、関心ＷＬＡＮの位置情報は、緯度、経度、高度、及び半径の
うち、少なくとも１つを含むことができる。
【０３２３】
　３）関心ＷＬＡＮの信号特性
【０３２４】
　端末は、トラフィックルーティング基準を満たした関心ＷＬＡＮの信号特性をＷＬＡＮ
情報に含めることができる。信号特性は、当該関心ＷＬＡＮ信号強さを測定することによ
り取得されることができる。例えば、端末は、関心ＷＬＡＮが周期的に伝送するビーコン
フレームを受信しつつ、受信信号を測定して関心ＷＬＡＮ信号強さを分かることができる
。または、端末は、関心ＷＬＡＮと能動スキャニング手順中、プローブ応答フレームを受
信しつつ、測定を行うことにより、関心ＷＬＡＮ信号強さを分かることができる。関心Ｗ
ＬＡＮの信号特性は、ＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）またはＲＳＣＰ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　Ｐｉｌｏｔ）として特定されることができる。
【０３２５】
　４）関心ＷＬＡＮのチャネル情報
【０３２６】
　端末は、トラフィックルーティング基準を満たした関心ＷＬＡＮのチャネル情報をＷＬ
ＡＮ情報に含めることができる。ここで、チャネルは、３ＧＰＰアクセスネットワークで
議論されるチャネルとは異なり、特定周波数帯域及び帯域幅の物理的媒体を意味し、以下
において、３ＧＰＰアクセスネットワークでのチャネルと区別するために、ＷＬＡＮチャ
ネルという。関心ＷＬＡＮのチャネル情報は、関心ＷＬＡＮが運営のために運営中である
主チャネル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｈａｎｎｅｌ）、少なくとも１つ以上の副チャネル（ｓ
ｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｈａｎｎｅｌ）、及び支援チャネル帯域幅（ｃｈａｎｎｅｌ　ｂａ
ｎｄｗｉｄｔｈ）のうち、１つ以上を含むことができる。
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【０３２７】
　５）関心ＷＬＡＮのＷＬＡＮプロトコル情報
【０３２８】
　端末は、トラフィックルーティング基準を満たした関心ＷＬＡＮのＷＬＡＮプロトコル
情報をＷＬＡＮ情報に含めることができる。ＷＬＡＮプロトコルは、８０２．１１ｂ、８
０２．１１ｇ、８０２．１１ａｃ、８０２．１１ｎなど、現在議論されているＷＬＡＮ標
準規格にしたがうプロトコルのうち、少なくとも１つ以上でありうる。
【０３２９】
　６）関心ＷＬＡＮの優先順位情報
【０３３０】
　複数の関心ＷＬＡＮを発見し、複数の関心ＷＬＡＮがそれぞれトラフィックルーティン
グ基準を満たした場合、端末は、複数の関心ＷＬＡＮに対する優先順位情報をＷＬＡＮ情
報に含めることができる。優先順位は、端末に予め設定されているか、３ＧＰＰアクセス
ネットワークから予め設定された場合に、関心ＷＬＡＮに対して適用され得るし、この場
合、端末をＷＬＡＮ情報に含めることができる。報告イベントを満たした関心ＷＬＡＮが
１つである場合、端末は、関心ＷＬＡＮが最優先順位であることを指示するように優先順
位情報を含めるか、または優先順位情報を含めないことができる。
【０３３１】
　７）関心ＷＬＡＮ及び３ＧＰＰアクセスネットワーク間の選好情報
【０３３２】
　端末は、トラフィックルーティング基準を満たした関心ＷＬＡＮと現在の端末がキャン
プオン中である３ＧＰＰアクセスネットワークのうち、より選好することを指示する選好
情報をＷＬＡＮ情報に含めることができる。選好情報は、端末が関心ＷＬＡＮを現在の３
ＧＰＰアクセスネットワークより選好するか、またはその反対であるかを指示することが
できる。一方、選好情報は、関心ＷＬＡＮ及び３ＧＰＰアクセスネットワークに対する選
好程度が同等であることを指示するように設定され得る。
【０３３３】
　端末は、予め設定された規則及び／又はユーザの選好に基づいて選好情報を決定するこ
とができる。端末は、予め設定された関心ＷＬＡＮの優先順位及び現在の３ＧＰＰアクセ
スネットワークの優先順位を、比較に基づいて選好情報を決定することができる。
【０３３４】
　８）結合情報
【０３３５】
　端末は、トラフィックルーティング基準を満たした関心ＷＬＡＮと関連した結合情報を
ＷＬＡＮ情報に含めることができる。結合情報は、端末が当該関心ＷＬＡＮと結合手順を
成功的に行うことができるか否かを指示することができる。この場合、端末は、ＷＬＡＮ
情報をネットワークに報告する前に、当該関心ＷＬＡＮと結合手順を試みることができる
。
【０３３６】
　このために、３ＧＰＰアクセスネットワークは、ＷＬＡＮ情報報告以前に端末の結合手
順実行のために必要な支援情報を端末に提供することができる。または、端末は、スキャ
ニング手順中、ビーコンフレーム及び／又はプローブ応答フレームに含まれた関心ＷＬＡ
Ｎのシステム情報を介して結合を試み、結合の成功可否を決定することができる。または
、端末は、スキャニング手順中、ビーコンフレーム及び／又はプローブ応答フレームに含
まれた関心ＷＬＡＮのシステム情報を介して結合試図無しに結合の成功可否を決定するこ
とができる。
【０３３７】
　９）認証情報
【０３３８】
　端末は、トラフィックルーティング基準を満たした関心ＷＬＡＮと関連した認証情報を
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ＷＬＡＮ情報に含めることができる。認証情報は、下記のように実現されることができる
。
【０３３９】
　・認証情報は、現在関心ＷＬＡＮに適用される保安アルゴリズム（ｓｅｃｕｒｉｔｙ　
ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）を指示することができる。
【０３４０】
　・認証情報は、端末が当該関心ＷＬＡＮと認証手順を成功的に行うことができるか否か
を指示することができる。この場合、端末は、ＷＬＡＮ情報をネットワークに報告する前
に、当該関心ＷＬＡＮと認証手順を試みることができる。このために、３ＧＰＰアクセス
ネットワークは、ＷＬＡＮ情報報告以前に端末の認証手順実行のために必要な支援情報を
端末に提供することができる。または、端末は、スキャニング手順中、ビーコンフレーム
及び／又はプローブ応答フレームに含まれた関心ＷＬＡＮのシステム情報を介して認証を
試み、認証成功可否を決定することができる。または、端末は、スキャニング手順中、ビ
ーコンフレーム及び／又はプローブ応答フレームに含まれた関心ＷＬＡＮのシステム情報
を介して認証試図無しに認証成功可否を決定することができる。
【０３４１】
　端末からＷＬＡＮ情報の報告を受けた３ＧＰＰアクセスネットワークは、ＷＬＡＮ情報
に基づいてトラフィックルーティング可否を決定することができる。例えば、ＷＬＡＮ情
報に含まれた関心ＷＬＡＮの優先順位情報、結合情報、認証情報に基づいて関心ＷＬＡＮ
が３ＧＰＰトラフィックを処理するのに適したＷＬＡＮアクセスネットワークであるか否
かを決定することができる。当該関心ＷＬＡＮが３ＧＰＰトラフィックを処理するのに適
していると決定した３ＧＰＰアクセスネットワークは、ＷＬＡＮ情報報告に対する応答と
してトラフィックルーティング指示を端末に伝送する。
【０３４２】
　端末は、ＷＬＡＮ情報報告に対する応答としてトラフィックルーティング指示を受信す
る（Ｓ１２２０）。トラフィックルーティング指示には、端末が３ＧＰＰトラフィックを
ルーティングする対象ＷＬＡＮアクセスネットワークエンティティーの識別子が含まれ得
る。
【０３４３】
　トラフィックルーティング指示を受信した端末は、関心ＷＬＡＮに接近し、ＷＬＡＮア
クセスネットワークにトラフィックをルーティングして処理することができる。ＷＬＡＮ
アクセスネットワークを介してトラフィックを処理することは、図１０に示された実施形
態のＳ１０３０にしたがうことができるので、詳細な説明を省略する。
【０３４４】
　図１３は、本発明の実施形態に係るトラフィック処理方法の一例を示す図である。
【０３４５】
　図１３に示すように、端末は、ＬＴＥを基盤とした通信及びＷＬＡＮを基盤とした通信
の両方を支援することと仮定し、ＬＴＥ及びＷＬＡＮ通信は、独立的になされることがで
きると仮定する。端末は、ＬＴＥ基盤のセル１にキャンプオンしているか、及び／又はセ
ル１と連結を確立してサービスの提供を受けていることと仮定する。ＢＳＳ１及びＢＳＳ
２は、セル１のカバレッジ内に展開されたことと仮定する。
【０３４６】
　端末は、トラフィックルーティング設定をセル１から受信する（Ｓ１３１０）。トラフ
ィックルーティング設定は、関心ＷＬＡＮリスト及びルーティングイベントを含む。
【０３４７】
　関心ＷＬＡＮリストは、ＢＳＳＩＤ１及びＢＳＳＩＤ２を含む。したがって、関心ＷＬ
ＡＮは、ＢＳＳ１及びＢＳＳ２として特定されることができる。
【０３４８】
　ルーティングイベントは、ＷＬＡＮアクセスネットワークの負荷が特定閾値より小さい
条件を特定するルーティングイベント１を含むことができる。また、ルーティングイベン
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トは、３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質が特定閾値より低い条件を特定するルー
ティングイベント２を含むことができる。
【０３４９】
　ＢＳＳ１は、ルーティングイベント１及びルーティングイベント２と連関される。また
、ＢＳＳ２は、ルーティングイベント１と連関される。
【０３５０】
　端末は、関心ＷＬＡＮ探索のためのスキャニングを行う（Ｓ１３２１）。端末は、手動
スキャニングを行うことができる。手動スキャニングを介して端末は、ＢＳＳ１のＡＰか
ら伝送されるビーコンフレームを受信することにより、ＢＳＳ１を発見することができる
。ビーコンフレームには、ＢＳＳ１のＢＳＳＩＤ及びＢＳＳ１内のＷＬＡＮ運営のための
システム情報が含まれ得る。ビーコンフレームのシステム情報には、ＢＳＳ１の負荷情報
が含まれ得るし、負荷情報は、ＢＳＳ１の負荷としてＬ１を指示することができる。
【０３５１】
　端末は、ＢＳＳ１のトラフィックルーティング基準の満足可否を評価する（Ｓ１３２２
）。ＢＳＳ１のトラフィックルーティング基準満足可否判断のために、端末は、ルーティ
ングイベント１及びルーティングイベント２の満足可否を評価することができる。
【０３５２】
　端末は、スキャニングによって取得したＢＳＳ１の負荷情報を介してルーティングイベ
ント１による条件の満足可否を判断することができる。ＢＳＳ１の負荷は、Ｌ１であって
、ＷＬＡＮ負荷閾値であるＬＴ、ＷＬＡＮより小さい。したがって、ＢＳＳ１は、ルーテ
ィングイベント１を満たすと決定されることができる。
【０３５３】
　端末は、現在サービングセルであるセル１の信号品質を測定し、測定結果がルーティン
グイベント２による条件を満たすか否かを判断する。現在サービングセルであるセル１の
測定結果、Ｑ１は、３ＧＰＰ品質閾値であるＱＴ、３ＧＰＰより高い。したがって、ルー
ティングイベント２は、満たさないと決定することができる。したがって、端末は、ＢＳ
Ｓ１がトラフィックルーティング基準を満たすことができないことと決定し、ＢＳＳ１は
、３ＧＰＰトラフィックを処理するのに適していないと決定することができる。
【０３５４】
　これにより、端末は、３ＧＰＰトラフィックをＢＳＳ１にルーティングさせずに、セル
１を介して処理する（Ｓ１３２３）。
【０３５５】
　端末は、関心ＷＬＡＮ探索のためのスキャニングを行う（Ｓ１３３１）。端末は、手動
スキャニングを行うことができる。手動スキャニングを介して端末は、ＢＳＳ２のＡＰか
ら伝送されるビーコンフレームを受信することにより、ＢＳＳ２を発見することができる
。ビーコンフレームには、ＢＳＳ２のＢＳＳＩＤ及びＢＳＳ２内のＷＬＡＮ運営のための
システム情報が含まれ得る。ビーコンフレームのシステム情報には、ＢＳＳ２の負荷情報
が含まれ得るし、負荷情報は、ＢＳＳ２の負荷としてＬ２を指示することができる。
【０３５６】
　端末は、ＢＳＳ２のトラフィックルーティング基準の満足可否を評価する（Ｓ１３３２
）。ＢＳＳ２のトラフィックルーティング基準満足可否判断のために、端末は、ルーティ
ングイベント１の満足可否を評価することができる。
【０３５７】
　端末は、スキャニングによって取得したＢＳＳ２の負荷情報を介してルーティングイベ
ント１による条件の満足可否を判断することができる。ＢＳＳ２の負荷は、Ｌ２であって
、ＷＬＡＮ負荷閾値であるＬＴ、ＷＬＡＮより小さい。したがって、ＢＳＳ２は、ルーテ
ィングイベント１を満たすと決定されることができる。端末は、ＢＳＳ２がトラフィック
ルーティング基準を満たすことと決定する。
【０３５８】
　一方、ＢＳＳ２は、ルーティングイベント２と関連がないので、端末は、サービングセ
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ルであるセル１の信号品質がルーティングイベント２による条件を満たすか否かは判断し
ない。例えば、セル１の測定結果、Ｑ２は、３ＧＰＰ品質閾値であるＱＴ、３ＧＰＰより
高くても、端末は、トラフィックルーティング基準が満たされたことと決定することがで
きる。
【０３５９】
　ＢＳＳ２内でＷＬＡＮ通信を行うために、結合／認証手順を行う（Ｓ１３３３）。端末
は、ＢＳＳ２のＡＰと認証フレームを送受信し、結合要請フレーム、結合応答フレームを
交換することにより、認証、結合手順を行うことができる。
【０３６０】
　端末は、ＢＳＳ２のＡＰを介してトラフィックを処理する（Ｓ１３３４）。一方、可能
な場合、端末は、ＢＳＳ２のＡＰを介したトラフィック処理とともにセル１を介して処理
することができる。この場合、全体トラフィックのうち、ある程度のトラフィックをＷＬ
ＡＮアクセスネットワークを介して処理するか否かは、セル１及びＢＳＳ１内でサービス
環境によって適応的に決定されることができる。
【０３６１】
　図１４は、本発明の実施形態に係るトラフィック処理方法の他の一例を示す図である。
【０３６２】
　図１４に示すように、端末は、ＬＴＥを基盤とした通信及びＷＬＡＮを基盤とした通信
の両方を支援することと仮定し、ＬＴＥ及びＷＬＡＮ通信は、独立的になされることがで
きると仮定する。端末は、ＬＴＥ基盤のセル１にキャンプオンしているか、及び／又はセ
ル１と連結を確立してサービスの提供を受けていることと仮定する。ＢＳＳ１及びＢＳＳ
２は、セル１のカバレッジ内に展開されたことと仮定する。
【０３６３】
　端末は、トラフィックルーティング設定をセル１から受信する（Ｓ１４１０）。トラフ
ィックルーティング設定は、関心ＷＬＡＮリスト及びルーティングイベントを含む。
【０３６４】
　関心ＷＬＡＮリストは、ＢＳＳＩＤ１及びＢＳＳＩＤ２を含む。したがって、関心ＷＬ
ＡＮは、ＢＳＳ１及びＢＳＳ２として特定されることができる。
【０３６５】
　ルーティングイベントは、ＷＬＡＮアクセスネットワークの負荷が特定閾値より小さい
条件を特定するルーティングイベント１を含むことができる。また、ルーティングイベン
トは、３ＧＰＰアクセスネットワークの信号品質が特定閾値より低い条件を特定するルー
ティングイベント２を含むことができる。
【０３６６】
　ＢＳＳ１及びＢＳＳ２は、ルーティングイベント１及びルーティングイベント２と連関
される。
【０３６７】
　端末は、関心ＷＬＡＮ探索のためのスキャニングを行う（Ｓ１４２１）。端末は、手動
スキャニングを行うことができる。手動スキャニングを介して端末は、ＢＳＳ１のＡＰか
ら伝送されるビーコンフレームを受信することにより、ＢＳＳ１を発見することができる
。ビーコンフレームには、ＢＳＳ１のＢＳＳＩＤ及びＢＳＳ１内のＷＬＡＮ運営のための
システム情報が含まれ得る。ビーコンフレームのシステム情報には、ＢＳＳ１の負荷情報
が含まれ得るし、負荷情報は、ＢＳＳ１の負荷としてＬ１を指示することができる。
【０３６８】
　端末は、ＢＳＳ１のトラフィックルーティング基準の満足可否を評価する（Ｓ１４２２
）。ＢＳＳ１のトラフィックルーティング基準満足可否判断のために、端末は、ルーティ
ングイベント１及びルーティングイベント２の満足可否を評価することができる。
【０３６９】
　端末は、スキャニングによって取得したＢＳＳ１の負荷情報を介してルーティングイベ
ント１による条件の満足可否を判断することができる。ＢＳＳ１の負荷はＬ１であって、



(42) JP 6047667 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

ＷＬＡＮ負荷閾値であるＬＴ、ＷＬＡＮより小さい。したがって、ＢＳＳ１は、ルーティ
ングイベント１を満たすと決定されることができる。
【０３７０】
　端末は、現在サービングセルであるセル１の信号品質を測定し、測定結果がルーティン
グイベント２による条件を満たすか否かを判断する。現在サービングセルであるセル１の
測定結果、Ｑ１は、３ＧＰＰ品質閾値であるＱＴ、３ＧＰＰより高い。したがって、ルー
ティングイベント２は満たされないと決定することができる。したがって、端末は、ＢＳ
Ｓ１がトラフィックルーティング基準を満たすことができないことと決定し、ＢＳＳ１は
、３ＧＰＰトラフィックを処理するのに適していないことと決定することができる。
【０３７１】
　これにより、端末は、ＢＳＳ１に対するＷＬＡＮ情報は生成及び報告しないことと決定
し、３ＧＰＰトラフィックをセル１によって処理する（Ｓ１４２３）。
【０３７２】
　端末は、関心ＷＬＡＮ探索のためのスキャニングを行う（Ｓ１４３１）。端末は、手動
スキャニングを行うことができる。手動スキャニングを介して端末は、ＢＳＳ２のＡＰか
ら伝送されるビーコンフレームを受信することにより、ＢＳＳ２を発見することができる
。ビーコンフレームには、ＢＳＳ２のＢＳＳＩＤ及びＢＳＳ２内のＷＬＡＮ運営のための
システム情報が含まれ得る。ビーコンフレームのシステム情報には、ＢＳＳ２の負荷情報
が含まれ得るし、負荷情報は、ＢＳＳ２の負荷としてＬ２を指示することができる。
【０３７３】
　端末は、ＢＳＳ２のトラフィックルーティング基準の満足可否を評価する（Ｓ１４３２
）。ＢＳＳ２のトラフィックルーティング基準満足可否判断のために、端末は、ルーティ
ングイベント１及びルーティングイベント２の満足可否を評価することができる。
【０３７４】
　端末は、スキャニングによって取得したＢＳＳ２の負荷情報を介してルーティングイベ
ント１による条件の満足可否を判断することができる。ＢＳＳ２の負荷は、Ｌ２であって
、ＷＬＡＮ負荷閾値であるＬＴ、ＷＬＡＮより小さい。したがって、ＢＳＳ２は、ルーテ
ィングイベント１を満たすと決定されることができる。
【０３７５】
　端末は、現在サービングセルであるセル１の信号品質を測定し、測定結果がルーティン
グイベント２による条件を満たすか否かを判断する。現在サービングセルであるセル１の
測定結果、Ｑ２は、３ＧＰＰ品質閾値であるＱＴ、３ＧＰＰより低い。したがって、ルー
ティングイベント２は、満たされると決定されることができる。したがって、端末は、Ｂ
ＳＳ２がトラフィックルーティング基準を満たすことと決定する。
【０３７６】
　端末は、ＢＳＳ２に対するＷＬＡＮ情報を生成し、セル１に報告する（Ｓ１４３３）。
ＢＳＳ２に対するＷＬＡＮ情報は、スキャニングステップＳ１４３１中にＢＳＳ２から受
信したビーコンフレームに含まれたシステム情報に基づいて生成され得る。または、端末
は、ＢＳＳ２から周期的に伝送されるビーコンフレームを受信し、これに含まれたシステ
ム情報に基づいてＢＳＳ２に対するＷＬＡＮ情報を生成することができる。ＢＳＳ２に対
するＷＬＡＮ情報は、図１０を参照して上述したＷＬＡＮ情報のように実現され得る。
【０３７７】
　セル１は、ＷＬＡＮ情報報告設定に対する応答として、トラフィックルーティング指示
を端末に伝送する（Ｓ１４３４）。トラフィックルーティング指示は、端末がＢＳＳ２に
トラフィックをルーティングさせて処理することを指示するように設定され得る。
【０３７８】
　ＢＳＳ２内でＷＬＡＮ通信を行うために、結合／認証手順を行う（Ｓ１４３５）。端末
は、ＢＳＳ２のＡＰと認証フレームを送受信し、結合要請フレーム、結合応答フレームを
交換することにより、認証、結合手順を行うことができる。
【０３７９】
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　端末は、ＢＳＳ２のＡＰを介してトラフィックを処理する（Ｓ１４３６）。一方、可能
な場合、端末は、ＢＳＳ２のＡＰを介したトラフィック処理とともにセル１を介して処理
することができる。この場合、全体トラフィックのうち、ある程度のトラフィックをＷＬ
ＡＮアクセスネットワークを介して処理するか否かは、セル１及びＢＳＳ１内でサービス
環境によって適応的に決定されることができる。
【０３８０】
　前述した実施形態において端末及び基地局は、トラフィックルーティング基準設定／評
価、情報報告、ＷＬＡＮを介したトラフィック処理を行ったが、本発明は、これに限定さ
れない。すなわち、一般的な非－３ＧＰＰアクセスネットワークに対するトラフィックル
ーティング基準設定／評価されることができ、端末は、非－３ＧＰＰアクセスネットワー
クに関する情報を生成してネットワークに報告することができる。また、端末は、トラフ
ィックのうち、一部または全部を非－３ＧＰＰアクセスネットワークを介して処理するこ
とができる。
【０３８１】
　本発明の実施形態に係る通信方法によれば、端末にトラフィックルーティング基準が提
供されることにより、端末は、トラフィック処理に適した非－３ＧＰＰアクセスネットワ
ークを判断し、当該非－３ＧＰＰアクセスネットワークを介してトラフィックを処理する
ことができる。また、端末は、トラフィックルーティング基準によって判断された適した
非－３ＧＰＰアクセスネットワークに関する情報をネットワークに報告することができる
。基地局は、報告を受けた非－３ＧＰＰアクセスネットワーク情報に基づいて端末が３Ｇ
ＰＰトラフィックの一部または全部を適切な非－３ＧＰＰアクセスネットワークにルーテ
ィングさせて処理させるようにすることができる。端末は、適した非－３ＧＰＰアクセス
ネットワークにトラフィックをルーティングさせて処理させることにより、端末に提供さ
れるサービス品質は保障されつつ、３ＧＰＰアクセスネットワークの負荷を減少させる効
果をもたらすことができる。
【０３８２】
　図１５は、本発明の実施形態が実現され得る無線装置を示すブロック図である。この装
置は、図１０～図１４の実施形態において端末及び／又はネットワーク（基地局または他
のネットワークエンティティー）を実現することができる。
【０３８３】
　図１５に示すように、無線装置１５００は、プロセッサ１５１０と、メモリ１５２０と
、ＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ、１５３０）とを備える。
【０３８４】
　プロセッサ１５１０は、提案された機能、過程、及び／又は方法を実現する。プロセッ
サ１５１０は、本発明の実施形態に係る３ＧＰＰトラフィックの非－３ＧＰＰアクセスネ
ットワークを介した処理のために、トラフィックルーティング基準を設定し、及び／又は
トラフィックルーティング基準満足可否を評価するように設定され得る。プロセッサ１５
１０は、非－３ＧＰＰアクセスネットワークに関する情報を生成し、これを報告するよう
に設定されることができる。プロセッサ１５１０は、非－３ＧＰＰアクセスネットワーク
へのトラフィックルーティングを介してトラフィック処理を指示するように設定されるこ
とができる。プロセッサ１５１０は、３ＧＰＰアクセスネットワーク及び／又は非－３Ｇ
ＰＰアクセスネットワークを介してトラフィックを処理するように設定されることができ
る。プロセッサ１５１０は、図１０～図１４を参照して上述した本発明の実施形態を行う
ように設定されることができる。
【０３８５】
　ＲＦ部１５３０は、プロセッサ１５１０と連結されて無線信号を送受信する。ＲＦ部１
５３０は、３ＧＰＰ基盤のアクセスネットワークを通信及び非－３ＧＰＰ基盤のアクセス
ネットワークの通信のための１つ以上のＲＦ部を備えることができる。
【０３８６】
　プロセッサ１５１０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎ
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ｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路、及び／又はデータ
処理装置を備えることができる。図１５において単一プロセッサ１３１０は、各アクセス
ネットワーク通信のための全てのＲＦ部に対して制御管理するように図示されているが、
本発明に係る無線装置はこれに限定されない。各アクセスネットワーク通信のためのそれ
ぞれのＲＦ部は、それぞれのプロセッサと機能的に結合される実施形態も可能でありうる
。
【０３８７】
　メモリ１５２０は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄ
ｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メモリカード、保存媒体、及
び／又は他の保存装置を備えることができる。ＲＦ部１５３０は、無線信号を処理するた
めのベースバンド回路を備えることができる。実施形態がソフトウェアで実現されるとき
、上述した技法は、上述した機能を果たすモジュール（過程、機能など）で実現されるこ
とができる。モジュールはメモリ１５２０に保存され、プロセッサ１５１０により実行さ
れることができる。メモリ１５２０は、プロセッサ１５１０の内部または外部にありうる
し、よく知られた様々な手段でプロセッサ１５１０と連結されることができる。
【０３８８】
　上述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップまたはブロックとして順
序図に基づいて説明されているが、本発明は、ステップ等の順序に限定されるものではな
く、あるステップは、上述したところと異なるステップと異なる順序でまたは同時に発生
することができる。また、当業者であれば、順序図に示したステップが排他的でなく、他
のステップが含まれたり、順序図の１つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響
を及ぼさずに削除され得ることが理解できるであろう。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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